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発 行 者 名  ブラックロック・ジャパン株式会社 
代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長 服山 清一    
本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区日本橋一丁目 4 番１号 日本橋一丁目ビルディング 
有価証券届出書の写し 該当事項はありません。 
を縦覧に供する場所 

 

１．ブラックロック･ゴールド・ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）

の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23年法第 25 号）第 5条の規

定により有価証券届出書を平成 18 年 4 月 27 日に関東財務局長に提出しており、平成 18 年

4 月 28 日にその届出の効力が生じております。また同法第７条の規定に基づき有価証券届

出書の訂正届出書を、平成 18 年５月 31 日、同年６月 23 日、同年６月 30 日および同年９月

29 日に関東財務局長に提出しております。 

２．当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、

為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属い

たします。元金が保証されているものではありません。 

３．当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の

保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資

者保護基金の対象にはなりません。 

４．当ファンドの受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法第 13 条第 2項第 2号の

規定により請求目論見書を作成しております。請求目論見書は投資家から請求された場合に

交付されます。投資家の皆様が請求目論見書の交付を請求した場合には、請求目論見書を受

領し、その内容を確認した上でお申込み下さい。又、投資家の皆様も自ら交付請求をしたこ

とを記録しておいて下さい。 

（請求目論見書に記載されている情報については、その他の手段（投資信託委託業者のホー

ムページ、EDINET 等）によっても入手することが可能です。） 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

 

当ファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為

替の変動により損失を被ることがあります。 

 

お知らせ 

委託会社は、平成 18 年 10 月 1 日付けで、商号をメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ

株式会社からブラックロック・ジャパン株式会社に変更致しました。 

また同日付けで、ファンド名称を「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」から「ブラックロック・

ゴールド・ファンド」へ変更致しました。 

なお、同日以前の記載内容につきましては、変更前の委託会社名およびファンド名称を使用してお

ります。 
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投資信託振替制度への移行について（お知らせ） 
 

 

 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）への記載･記録によ

って行われますので、受益証券は発行されません。 

 
 

 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1月以降も継続されます。 

 
 

 

 

 

 

 

平成 19 年 1月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益

権の帰属は、ブラックロック・ジャパン株式会社 (以下「委託会社」といいます。)が、あらかじめこのファンドの受

益権を取り扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関に係る口座管理機関（以下、｢振替機関等｣という場合があ

ります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 

ファンドの受益権は、本交付目論見書「第一部 証券情報 (11)振替機関に関する事項｣に記載の振替機関の振替業に

かかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および「振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他

の規則に従って支払われます。 

 

 

 

委託会社は、本交付目論見書「第二部 ファンド情報 ７ 管理及び運営の概要」（請求目論見書「ファンドの詳細情

報 第３ 管理および運営 （5）その他 ②信託約款の変更｣）の記載の手続きにより、信託約款の変更を行う予定で

あり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請

することができるものとします。 

原則としてファンドの平成 18年 12 月 29 日現在の全ての受益権※を受益者を代理して平成 19年 1月 4日に振替受入簿

に記載または記録するよう申請します。 

ただし、保護預りではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後、

当該申請を行うものとします。 

※受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成

19 年 1 月 4日以降となるものを含みます。 

 

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にか

かる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。 

また、委託会社は、受益者を代理してこのファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する場合において、

販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 

 

詳細は後述の「信託約款（平成 19 年 1 月 4 日適用予定）の変更内容について」をご覧ください。 

ファンドは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移行後の

ファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律＊」の規定の適用を受けることとします。 

＊政令で定める日以降「社債､株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし､「社債､

株式等の振替に関する法律」を含め､以下「社振法」といいます。 

振替受益権について 

振替制度に移行すると 

投資信託振替制度とは 

既に発行された受益証券の振替受益権化について 
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第一部  証券情報 

(1)ファンドの名称 

ブラックロック・ゴールド・ファンド 

(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。) 

 

(2)内国投資信託受益証券の形態等 

追加型株式投資信託の受益証券(以下「受益証券」といいます。)です。 

受益証券は無記名式です。 

当初元本は、１口当り１円です。 

当ファンドは、格付けは取得しておりません。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株

式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を

含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受ける予定であり、受益権の帰属は、後述の

「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に

規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記

載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受

益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得な

い事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には

無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(3)発行（売出）価額の総額 

3,000億円を上限とします。 

 

(4)発行（売出）価格 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額につきましては、販売会社ないしは下記にお問い合わせください。 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

(5)申込手数料 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15％(税抜3.0％)を上限として、販売会社が独自に定め

ることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。 

  (販売会社につきましては、(8)申込取扱場所に記載の照会先までお問い合わせください。) 

  なお、申込手数料には消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相

当額」といいます。)が含まれています。(以下同じ。) 
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② 分配金の受取方法により、＜一般コース＞、＜累積投資コース＞の２つのコースがあります。 

  ＜累積投資コース＞を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 

 

(6)申込単位 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る＜一般コース＞と、分配金が税引き後、

無手数料で再投資される＜累積投資コース＞の２つの申込方法があります。 

 

＜一般コース＞  ：１万口以上１万口単位 

＜累積投資コース＞：１万円以上１円単位  

＜累積投資コース＞を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１円単位とします。 

 

取扱いを行うコースおよび申込単位は、各販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わ

せください。 

 

(7)申込期間 

平成18年４月28日から平成19年４月27日まで 

＊ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

(8)申込取扱場所 

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記にお問い合わせください。 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

(9)払込期日 

取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口

数を乗じた金額に、申込手数料を加算した金額をいいます。)を販売会社に支払うものとします。 

各取得申込日の発行価格の総額は、販売会社によって追加信託が行われる日に委託会社の口座に払

い込まれ、委託会社の口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

なお、ファンドの受益権は、平成19年１月４日より投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合が

あります。)に移行する予定であり、振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が

行われる日に委託者の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 

 

(10)払込取扱場所 

上記(8)申込取扱場所で払込みください。 
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(11)振替機関に関する事項 

該当事項はありません。 

なお、ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の振

替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

 

(12)その他 

① 申込代金の利息 

申込代金には利息をつけません。 

 

② 日本以外の地域における発行 

行いません。 

 

③ 申込不可日 

オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が休場日に該当する場

合には、取得申込は受付けません。 

 

④ 振替受益権について 

ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規定の適

用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規

則にしたがって取り扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

(参考) 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま

す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 

◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成20年１月以降も継続されます。 
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⑤ 既発行受益証券の振替受益権化について 

委託者は、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ７ 管理及び運営の概要 (5) その他 

② 信託約款の変更 ｇ.」の手続きにより信託約款の変更を行う予定であり、この信託約款の変更

が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請するこ

とができるものとし、原則としてファンドの平成18年12月29日現在の全ての受益権(受益権につき、

既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平

成19年１月４日以降となるものを含みます。)を受益者を代理して平成19年１月４日に振替受入簿に

記載または記録するよう申請します。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権について

は、信託期間中において委託会社が受益証券を確認した後当該申請を行うものとします。振替受入

簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券(当該記載または記録以降に到来する計算期間の

末日にかかる収益分配金交付票を含みます。)は無効となり、当該記載または記録により振替受益権

となります。また、委託会社は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記

録を申請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 
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第二部 ファンド情報 

第１ ファンドの状況 

１ ファンドの性格 

(1)ファンドの目的及び基本的性格 

① 「ブラックロック・ゴールド・ファンド」(以下「当ファンド」または「ファンド」という場合

があります。)は、追加型株式投資信託で「国際株式型(一般型)＊」に属し、長期的に信託財産の

成長を目指します。 

＊ 「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株

式組入限度70％以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドで

す。 

 

② 信託金の限度額は、1,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を

変更することができます。 

 

③ ファンドの特色 

ａ．南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株

式を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・

分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。 

ｂ．外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 

ｃ．株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限を、弊社グループの

英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド＊に委託し

ます。 

＊ ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドは、平成18年10月2日付でメリル

リンチ･インベストメント・マネジャーズ・リミテッドより変更する（予定）商号です。（以下記載省

略） 

 

※当ファンドはベンチマーク＊１を設定していませんが、ファンドの投資対象の性格、傾向等を説

明する目的で、フィナンシャル・タイムズ金鉱株指数＊２を参考指標として値動き、リターン等

を引用することがあります。当該インデックスはドル建てで表示されますが、当ファンドのパ

フォーマンスは円建てです。よって、この指数に為替の影響を反映させた指数を引用すること

もあります。 

 また、当ファンドは当該インデックスに連動する値動きを目指すものではありません。 

 

＊１ ベンチマークとは、ファンドの運用を行うに当って、運用成果を評価する際に基準とする指標です。 

＊２ フィナンシャル・タイムズ金鉱株指数は、フィナンシャル・タイムズ・リミテッドにより算出され

る指数です。同指数に対する著作権・知的財産その他一切の権利は、フィナンシャル・タイムズ・

リミテッドに帰属します。 

 

＜投資哲学＞ 

「市場は非効率な面があるため、アクティブ運用により業界平均を上回る運用成果をあげるこ
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とが可能である。」、「ファンダメンタル分析に基づく調査は、市場の非効率性を見出し、付加

価値を付けることが可能である。」との投資哲学に基づき運用します。 

なぜ金鉱株等に投資するのでしょうか？ 

委託会社では、金鉱株等への投資には３つの魅力があると考えています。 

１．金と金鉱株の魅力 

２．金価格の変動による収益機会をダイナミックに追求 

３．分散投資効果 

 

１．金と金鉱株の魅力 

■人類と金の付き合い 

人類と金との付き合いは、紀元前5000年前、古代エジプトの時代にまでさかのぼることができ

ます。 

決して錆びることのないこの金属は、太古の昔から世界中の国々で最も貴重な物質として重宝

され、今でも多くの人から宝飾・装飾品として使われています。また貨幣経済の発達と共に、

貨幣としての役割を担っていた時期もありました。 

金の供給源は主に鉱山からの採掘ですが、その産出量には限りがあります。そのため金は希少

性が増し、常に普遍的な価値を保ち、宝飾品といった需要があります。 

近年、金はその高い延性・導電性から工業加工品に使われる金属としての需要のみならず、投

資としての金需要が高まりつつあります。 

 

■金投資の特徴 

現物の金は発行体を持たない、国にしばられない実物資産です。株式や債券等の他資産との連

動性が低く、世界情勢が不安定になった場合でも値動きが異なります。 

一方、その重量から持ち運びが不便で、保管料、鑑定料等の諸費用がかかる点や、株式・債券

のような配当・利子がつかず、価格上昇の値上がり益のみしか得られない点も特徴的です。 

 

■金鉱株を通した収益機会 

現物の金に直接投資する他に、金の採掘・精錬等を行う金鉱企業の株式に投資する方法もあり

ます。金と金鉱株は一般的に同じ値動きをする特徴があります。 

金鉱企業の一部では企業買収、合併、不採算部門の売却等の事業再構築が行われています。ま

た、生産性の向上や労働慣行の見直し等のリストラも行われており、株主利益を重視した企業

への変革が起こり始めています。このような流れにより、金価格の変動に左右されない財務体

質や強固な経営力を持つ企業も台頭しており、企業の潜在的な成長が復活しつつあり、これに

伴う株価上昇が期待される企業の発掘が重視されています。 

 

２．金価格の変動による収益機会をダイナミックに追求 

■金価格と金鉱株は同じ方向で動く傾向が見られます。 

一般的に、金の採掘・精練等を行う金鉱企業の収益は、金価格が上がれば増加し、下がれば減
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少する傾向があります。したがって金鉱株の株価も金価格の変動の影響を受けて変動し、同じ

方向に動く傾向があります。 

 

 

 

■金鉱株の方が金価格より大きく変動する傾向が見られます(＝ギアリング効果＊)。 

金価格は、宝飾品、加工品の素材としての需要と、金鉱会社による鉱山生産、スクラップによ

る供給の影響を主に受けます。それ以外にも、国等の公的機関の売買や、産金会社の先物を使

った売買等の影響も受けます。 

金鉱株の価値は、その企業が所有する金鉱山の埋蔵量、産金コスト、金価格等の要因により決

定付けられます。金鉱会社の収益構造を示す下記モデル図の通り、産金コストは、金価格にか

かわらずほぼ一定なため、金価格の値上がりはそのまま金鉱企業の利益となり、結果として金

鉱株は金価格よりさらにダイナミックな値動きをする傾向にあるのです。 

 

 

 

したがって金鉱株投資を通じて、金価格の変動をよりダイナミックに追求することができま

す。 

こうしたギアリング効果は、金価格の値上がりを反映して金鉱株が値上がりする場合だけで

なく、金価格の値下がりを反映して金鉱株が値下がりする場合にも働きます。また、金鉱企業

が金価格の変動を見込んで先物売りにより収益のブレを抑制するなどした場合には、金価格の

変動に金鉱株の値動きが連動しないこともあり、かならずしも金価格と金鉱株のギアリング効

果が得られる保証はありません。 

＊ ギアリング効果：ギア(歯車)の歯数比から転じて、ギアの比率によって得るリターンの大きさが変

化する倍数効果のこと。 

※ 上記は金１オンス当りのモデル図です。 

※ 上記は金価格と産金コスト(費用)の関係をご理解いただくために、あくまで一例として図に表した

ものです。 
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ご参考：金価格と金鉱株の関係 

 

金鉱株が金価格と同じ方向に、よりダイナミックな値動きをする傾向が過去のデータに表れています。 

 

 

 
※ 折れ線グラフは1996年１月末を100として指数化したものです。 

 

 

 
※ 棒グラフは、１年間の騰落率(ドル建て)を表したものです。 

 

出所：ブルームバーグ 2006年１月末現在 

※ FT金鉱株指数(フィナンシャル・タイムズ金鉱株指数)とは、フィナンシャル・タイムズ・リミテッドが独

自に算出している世界の主な鉱山株を中心に構成する指数です。 

※ 上記は、当ファンドの主要投資対象である金鉱株について、金価格と金鉱株の株価形成の相関関係(ギアリ

ング効果)を説明する目的で使用したものであり、将来の値動きや投資収益を一切示唆するものではありま

せん。 
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３．分散投資効果 

金鉱株投資は、金鉱企業という特定の業種に投資するため、より幅広い業種の株式に投資し

た場合に比べて値動きが激しく、大きな価格変動リスクを伴います。 

一方で、主に金価格の動きに左右されることから一般企業の株式と異なる値動きをする傾向

があり、組み合わせて持てば分散投資効果が期待できます 

 

ご参考：金鉱株と世界株式の値動きとリターン 

 

 

※ 折れ線グラフは、FT金鉱株指数と世界株式の代表的な指数であるMSCIワールド・インデックスの値動きを比

較したものです。 

 

 

 
※ 棒グラフは、１年間の騰落率を表したものです。２つの株価指数が異なる値動きをする傾向がわかります。 

出所：ブルームバーグ 2006年１月末現在 

※ 上記は過去のデータに基づき金鉱株指数と世界株式の値動き・リターンの傾向を示すために用いたもので

あり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、経済情勢の変化等により上記のような

関係は今後変化する可能性があります。 

※ 上記はドル建てです。 

※ MSCIワールド・インデックスは、世界主要国を対象とする株価指数であり、モルガン・スタンレー・キャ

ピタル・インターナショナル(MSCI)が開発・計算した株価指数です。同指数に対する著作権・知的財産その

他一切の権利は、MSCIに帰属します。 
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受益証券の募集の取扱いおよび販

売を行い、信託契約の一部解約に

関する事務、収益分配金の再投資

に関する事務、一部解約金・収益

分配金・償還金の支払いに関する

事務等を行います。 

ブラックロック・ 

ゴールド・ファンド 

フ ァ ン ド

販 売 会 社 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

 

信託財産の運用指図、受益証券の発

行等を行います。 

証券投資信託契約

ブラックロック・インベストメン

ト・マネジメント（UK）リミテッド 

 

信託財産の運用指図に関する権限の

委託を受けて、信託財産の運用を行

います。 

投資顧問会社 

委 託 会 社 

三菱UFJ信託銀行株式会社 

（再信託受託会社：日本マスタート

ラスト信託銀行株式会社） 

 

信託財産の保管・管理・計算、受

益証券の認証等を行います。 

受 託 会 社 

信託財産の運用 

指図権限委託契約 受益証券の募集・販売の

取扱い等に関する契約 

投資者（受益者） 

(2)ファンドの仕組み 

ファンドの仕組み 

 

  

＜契約等の概要＞ 

ａ．「証券投資信託契約」 

ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および

受託会社の業務に関する事項、受益者に関する事項等について規定しています。 

 

ｂ．「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」 

委託会社が販売会社に委託する受益証券の募集販売の取扱い、一部解約事務、受益者に対す

る収益分配金および一部解約金の支払、その他これらの業務に付随する業務等について規定し

ています。 

 

ｃ．「信託財産の運用指図権限委託契約」 

委託会社が投資顧問会社へ運用指図権限の委託ならびに運用の指図に係る業務内容等につい

て規定しています。 
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＜委託会社の概況＞ 

ａ．資本の額  資本の額は金26億7,661万円です。(平成18年８月末現在) 

 

ｂ．委託会社の沿革 

昭和60年１月 メリルリンチ投資顧問株式会社設立 

昭和62年３月 投資顧問業者の登録 

昭和62年６月 投資一任契約に係る業務の認可 

平成９年12月 証券投資信託委託業の免許(平成10年 法改正により認可)取得 

 メリルリンチ投信投資顧問株式会社に商号を変更 

平成10年７月 マーキュリー投資顧問株式会社、マーキュリー投信株式会社と合併 

 新社名：メリルリンチ・マーキュリー投信投資顧問株式会社 

平成12年12月 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社に商号を変更 

平成18年10月 ブラックロック・ジャパン株式会社に商号を変更 

 

ｃ．大株主の状況 

(平成18年８月末現在) 

株主名 住所 所有株式数 所有比率 

メリルリンチ・インベストメント・マネジ
ャーズ・エル・ピー 

米国ニュージャージー州 
プレインズボロー、ミルロード、
スカダーズ 800 

49,024株 100％
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２ 投資方針 

(1)投資方針 

① 南アフリカ・オーストラリア・カナダ・アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式

を主要投資対象として、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。各企

業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄を厳選投資します。 

② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

③ ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドに株式等（短期金融商品

を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限を委託します。 

④ 市況動向や資金動向によっては、前記のような対応ができない場合があります。 

 

(2)投資対象 

① 当ファンドの投資対象 

ａ．投資対象とする資産の種類(約款第21条) 

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託および投資法人に関する法律(以下「投

信法」といいます。)第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。) 

イ．有価証券 

ロ．有価証券指数等先物取引に係る権利 

ハ．有価証券オプション取引に係る権利 

ニ．外国市場証券先物取引に係る権利 

ホ．有価証券店頭指数先渡取引に係る権利 

ヘ．有価証券店頭オプション取引に係る権利 

ト．有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

チ．金銭債権 

リ．約束手形(手形割引市場において売買される手形に限ります。) 

ヌ．金融先物取引に係る権利 

ル．金融デリバティブ取引(投信法施行規則第４条第１号、第２号および第５号で定める取引

に限ります。)に係る権利 

ヲ．金銭を信託する信託(信託財産を主として前各号に掲げる資産に投資して運用することを

目的とする場合に限ります。)の受益権 

(b) 次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．抵当証券 
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ｂ．投資対象とする有価証券(約款第22条第１項) 

委託会社は信託金を主として次の有価証券に投資することを指図します。 

(a) 株券または新株引受権証書 

(b) 国債証券 

(c) 地方債証券 

(d) 特別の法律により法人の発行する債券 

(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。) 

(f) 特定目的会社に係る特定社債券(証券取引法第２条第１項第３号の２で定めるものをいいま

す。) 

(g) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(証券取引法第２条第１項第５号で定

めるものをいいます。) 

(h) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）に規定する優先出

資証券又は優先出資引受権を表示する証書 

(i) 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。） 

(j) コマーシャル・ペーパー 

(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お

よび新株予約権証券 

(l) 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す

るもの 

(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(証券取引法第２条第１項第７号で定めるものをい

います。) 

(n) 投資証券または外国投資証券(証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものをいいま

す。) 

(o) 外国貸付債権信託受益証券(証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。) 

(p) オプションを表示する証券または証書(証券取引法第２条第１項第10号の２で定めるものを

いいます。) 

(q) 預託証書(証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。) 

(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

(s) 貸付債権信託受益権(証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。) 

(t) 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書

の性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証

券または証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の

証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいます。 
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ｃ．投資対象とする金融商品(約款第22条第２項) 

有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用を指図することができます。 

(a) 預金 

(b) 指定金銭信託 

(c) コール・ローン 

(d) 手形割引市場において売買される手形 

(e) 抵当証券 

 

ｄ．金融商品による運用の特例 

このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と

認めるときには、委託会社は、信託金をc.の金融商品により運用することができるものとしま

す。 

 

(3)【運用体制】 

ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。 

当ファンドは株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用指図に関する権限を弊社グルー

プの英国拠点であるブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッドに委託し

ております。 

当ファンドは、その株式運用部門の天然資源チームによって運用されています。 

 

※ ファンドの運用体制は、変更となる場合があります。 

 

 

天然資源チームの概要 

■地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチーム構成 

当チームは地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成され、鉱業企業の株式に投資を行

う運用チームです。 

当チームでは、鉱山や鉱業企業をファンドマネジャー自らが訪問する実地調査を行います。 

また他の運用チームと情報交換することにより更に広範の投資対象をカバーします。 

当チームは綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選し

て投資を行っています。 
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■「金融的視点」と「技術的視点」からのリサーチ 

天然資源チームが地質学・鉱物探査学等のスペシャリストにより構成されていることは、鉱業企

業の株式に投資を行ううえで重要な意味を持ちます。 

チームのメンバーは、世界中の鉱山を訪れ、その専門的な知識と経験を生かして情報収集にあた

り、資産運用に関する高度な分析力をもって比較、検討、判断を行うことが出来ます。 

つまり、資産運用に関する「金融的視点」と鉱業についての「技術的視点」を併せ持ったリサー

チを行うことが出来るのです。 

 

 

 

■世界的規模のリサーチ 

鉱業はグローバルな産業であり、天然資源チームでは、鉱業企業の株式に投資を行うに当っては、

世界的規模でリサーチを行うことが重要であると考えます。 

また、鉱業企業の株式は大きく株価が変動する傾向にあります。投資を行おうとする全ての企業

を詳細にリサーチする事でリスクを管理する事が重要であると考えます。 

そのため、当チームのメンバーは、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等世界の鉱

業企業を訪問し、経営トップとの面談を行い、さらに鉱山へ出向き実地調査を行っています。 
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―技術的視点での調査例― 

 

 

 

世界地図の中の足跡は、天然資源チームが実地調査に赴いた先の例を示しています。 

 

■迅速なリサーチ結果の反映 

天然資源チームのメンバーは、世界中どこにいてもチームの拠点である英国・ロンドンへリサー

チの結果を報告し、ミーティングを行います。 

全ての情報は共有され、チームで検討、投資判断を行い、迅速に実行します。 

常に、世界中のあらゆる鉱山と鉱業企業に関するデータ・ベースに基づいて、世界の鉱業企業を

比較し、金属や市場の選択を行い、価値があると判断される投資先を見出し分散投資を行ってお

ります。 

 

チームの運用プロセス 

天然資源チームのファンドマネジャー自らが調査を行い、企業業績等に基づいたボトムアップ・

アプローチ＊１によるポートフォリオの構築を行います。 

250銘柄以上ある調査対象銘柄から、以下のようなプロセスを経て実際に投資を行う銘柄を選択し

ます。 
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＊１ ボトムアップ・アプローチ：魅力ある個別銘柄を選び出し、それらを積み上げていくことによってポ

ートフォリオを構築していく方法 

＊２ バリュエーション・モデル：株価の割安度／割高度等を計量的に測る評価モデルのこと 

 

※ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 

 

ブラックロック・グループ 

ブラックロック・グループ＊1は、運用資産残高約9,916億ドル*2（約116兆円）を持つ世界最大級

の独立系資産運用グループであり、当社はその日本法人です。 

当グループは、世界各国の機関投資家及び個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジ

メント及びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投

資家向けに、リスク管理、投資システム・アウトソーシング及びファイナンシャル・アドバイザリ

ー・サービスの提供を行っております。 

＊1 米国の資産運用会社であったブラックロック社は、メリルリンチ・グループの資産運用部門で

あったメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズと経営統合を行いました。 

＊2 ブラックロック社約4,527億ドル（約53兆円）とメリルリンチ・インベストメント・マネジャ

ーズ・グループ約5,389億ドル（約63兆円）の2005年12月末現在の運用資産残高合計です。

（円換算レートは１ドル＝118.07円を使用） 
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(4)分配方針 

① 収益分配方針 

年１回の毎決算時(１月27日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき、

分配を行います。 

ａ．分配対象額の範囲 

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益も含みます。)等

の全額とすることができます。 

ｂ．分配対象収益についての分配方針 

分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 

ｃ．留保益の運用方針 

留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運

用を行います。 

 

② 収益の分配 

ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。 

(a) 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除

した額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費、諸費用(消費税に相当する金額および地方

消費税に相当する金額(以下「消費税相当額」といいます。)を含みます。以下同じ。)、信託

報酬(消費税等相当額を含みます。以下同じ。)を控除した後、その残額を受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として

積み立てることができます。 

(b) 売買損益に評価損益を加算した利益金額(「売買益」といいます。)は、諸経費、諸費用お

よび信託報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、

その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準

備積立金として積み立てることができます。 

ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。 

 

③ 収益分配金の支払い 

ａ．支払時期と支払場所 

(a) 一般コースの場合 

毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として５営業日目)から収益

分配金交付票と引換えに受益者に支払います。収益分配金は販売会社の営業所等において支

払います。 

(b) 累積投資コースの場合 

委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付

します。販売会社は累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にか

かる受益証券の売り付けを行います。 
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ｂ．時効 

受益者が、(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行わない場合はその権利を失い、

委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、

決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる

決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に

かかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内

の委託会社が指定する日(原則として決算日から起算して５営業日目)からお支払いします。なお、平

成19年１月４日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を

有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。＜累積投資コース＞

をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権

は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

(5)投資制限 

① 当ファンドの約款で定める投資制限 

ａ．投資する株式等の範囲(約款第25条) 

(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券

取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において

取引されている株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投資する

ことが認められているものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する

株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

(b) (a)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券

で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が

投資することを指図することができるものとします。 

 

ｂ．投資する株式への投資比率の制限(運用の基本方針 ２．運用方法 (3)投資制限①) 

株式への投資割合には制限を設けません。 

 

ｃ．新株引受権証券および新株予約権証券への投資比率(約款第22条第４項) 

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の20％以下とします。 

 

ｄ．同一銘柄の株式等への投資制限(約款第26条) 

(a) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。 

(b) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の10％以下とします。 
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ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第28条) 

同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当

該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在

し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項

第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

 

ｆ．外貨建資産への投資制限(運用の基本方針 ２運用方法 (3)投資制限⑦) 

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 

ｇ．特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第35条) 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

 

ｈ．投資する投資信託証券への投資制限(約款第22条第５項) 

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

 

ｉ．信用取引の運用指図(約款第27条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ

との指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しま

たは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

(b) (a)の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の

範囲内とします。 

(c) 信託財産の一部解約の事由により、(b)の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売

付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

ｊ．先物取引の運用指図(約款第29条) 

(a) 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが

国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプシ

ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの

指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下

同じ。)。 

イ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの

対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とし

ます。 

ロ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対

象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月まで

に受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および
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組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受

け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品(抵

当証券を除きます。)で運用している額の範囲内とします。 

(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所に

おける通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプシ

ョン取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 

イ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売

予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価

証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と

します。 

ロ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買

予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 

(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所に

おける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取

引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 

イ．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対

象とする金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券および組入抵当証券の利払

金および償還金等ならびに金融商品(抵当証券を除きます。)で運用されているものをいい、

以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。 

ロ．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産

が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等なら

びに金融商品(抵当証券を除きます。)で運用している額(以下本号において「金融商品運用

額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財

産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引い

た額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付

債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた

額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限

月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とし

ます。 

 

ｋ．スワップ取引の運用指図(約款第30条) 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変

動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの

指図をすることができます。 

(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えな

いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ

の限りではありません。 
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(c) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計

額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由

により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産

総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワッ

プ取引の一部の解約を指図するものとします。 

(d) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。 

(e) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

ｌ．金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第31条) 

(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替

先渡取引を行うことの指図をすることができます。 

(b) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。 

(c) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

(d) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

 

ｍ．有価証券の貸付けの指図(約款第32条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債

を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

イ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株

式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

ロ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で

保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。 

(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行

うものとします。 

 

ｎ．公社債の空売りの指図範囲(約款第33条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財

産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの

決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買

い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 
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(b) (a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内とします。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す

る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

 

ｏ．公社債の借入れ(約款第34条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保

の提供の指図を行うものとします。 

(b) (a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし

ます。 

(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の

純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する

借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

(d) (a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

 

ｐ．外国為替予約の指図および範囲(約款第36条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を

することができます。 

(b) (a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財

産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について

は、この限りではありません。 

(c) (b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に

相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし

ます。 

 

ｑ．資金の借入れ(約款第44条) 

(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴

う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま

す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資

金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該

借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

－ 38 －

交
付
目
論
見
書



(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か

ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約

代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日

以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代

金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。 

  ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超

えないこととします。 

(c) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

(d) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

② 投信法等関係法令で定める投資制限 

ａ．先物取引等の評価損の制限(投信法施行規則第27条第１項第５号) 

委託会社は、先物取引等の有価証券関連・金融関連デリバティブ取引等の評価損がファンド

の純資産総額の２分の１に相当する額を上回ることになるにもかかわらず、当該デリバティブ

取引等を行うこと、または継続することを受託会社に指図しないものとします。 

 

ｂ．同一の法人の発行する株式(投信法第16条) 

委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次の(a)の数が(b)の数を超えることとな

る場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。 

(a) 委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数 

(b) 当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数 
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３ 投資リスク 

(1) 投資リスク 

ファンドの受益証券の価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これ

らの信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがってファンドの投資目的が

確実に達成されるものではなく、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではあり

ません。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。 

 

① 基準価額の主な変動要因(当ファンドの投資内容がもたらすリスク) 

ａ．金鉱株式およびその他鉱業株式への投資のリスク  

当ファンドは主として金鉱業およびその他鉱業の株式に投資します。これらの株式の株価は、

金やその他鉱業の市場動向、企業状況等により影響を受けます。金鉱企業の株式においては、

金価格を反映して金価格よりもダイナミックに変動する特徴があり、金価格の値動きが株価に

大きく影響することがあります。これは、金鉱株の価値の決定要因は所有する金鉱山の埋蔵量、

産金コスト、金価格等ですが、産金コストは金価格に関わらずほぼ一定なため、金価格の値動

きが株価に与える影響が大きいからです。 

 

ｂ．特定業種への投資のリスク 

当ファンドは金鉱企業という特定業種への集中投資を行うため、より広い業種に分散して投

資する場合と比較して特定業種の動向の影響を大きく受け、結果として基準価額の値動きが大

きくなることがあります。 

 

ｃ．為替変動リスク 

当ファンドの基準価額は円建てですが、投資対象のほとんどが円以外の様々な外貨建て資産

です。外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。したがって、為替レート

の動きに応じて基準価額は上昇または下落します。 

 

ｄ．カントリーリスク 

当ファンドは世界各国の株式に投資します。当ファンドは、エマージング諸国の発行体が発

行する株式にも投資します。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、そ

の株式市場を取り巻く社会的・経済的環境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政

府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を行使することがあります。したがって、

主として先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制

等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの基準価

額が大幅に変動することがあります。 
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ｅ．中小型株式投資のリスク 

当ファンドは市場平均に比べ株式時価総額の小さな企業の株式にも投資することができます。

これらの企業の株価は、大規模の企業に比べ収益の変動が大きくなる傾向があることに加え、

株式市場における需給関係の変動の影響を受けやすいため、株式市場の全体の平均に比べて結

果としてより大きく変動する可能性があります。 

 

ｆ．オプション、先物、その他投資手法のリスク 

当ファンドは証券オプション・先物および指数オプション・先物、通貨オプション、通貨先

物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような投資手法は運用の効

率を高めるため、および証券価格、市場金利、為替の影響から基準価額を守るために用いられ

るものです。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与

える可能性があります。こうした投資手法は必ず用いられるわけではなく、また用いられたと

しても本来の目的を達成できる保証はありません。 

 

② ファンド運営上のリスク 

ａ．取得申込および解約申込の受付の中止・取消 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な

い事情があるときは、受益証券の取得申込の受付および解約申込の受付を中止する場合があり

ます。また、この場合、既に受付けた受益証券の取得申込の受付および解約申込の受付につい

ても取り消す場合があります。 

 

ｂ．信託の途中終了 

当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益

者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託を終了さ

せる場合があります。 

 

ｃ．法令・税制・会計等の変更 

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 
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(2) 投資リスクの管理体制 

① リスク管理担当部署によるモニター 

委託会社が運用の指図に関する権限を委託した投資顧問会社が、常時ファンドのポートフォリ

オの監視及び計測を行い、また 委託会社では「運用企画部」が定期的にポートフォリオの計測を

行い、結果を確認します。 

 

② 委託会社の運用総括部門によるチェック 

委託会社の「運用企画部」による計測結果を月次ベースで委託会社の運用総括部門がチェック

を行っております。 

 

③ リスク＆パフォーマンス・レビュー委員会によるモニター 

委託会社では、リスク&パフォーマンス・レビュー委員会を四半期ごとに開催しております。同

委員会においては、パフォーマンスの分析を行い、ファンドの投資目的と運用状況との整合性、

パフォーマンスの一貫性やベンチマーク及び業界平均との比較等を行います。 

  

※ 平成18年８月末現在。投資リスクの管理体制は、変更になる場合があります。 
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ファイル名:040_第二部_ファンド情報_手数料3.doc 更新日時:9/7/2006 10:45:00 PM 印刷日時:06/09/08 5:40 

４ 手数料等及び税金 

(1)申込手数料 

① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15％(税抜3.00％)を上限として、販

売会社が独自に定めることができます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。 

(販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。) 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター      ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00  土、日、祝日は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。(以下同じ。) 

 

② 分配金の受取方法により、＜一般コース＞、＜累積投資コース＞の２つのコースがあります。 

＜累積投資コース＞を選択した受益者が分配金を再投資する場合は、無手数料とします。 

 

(2)換金（解約）手数料 

換金手数料はかかりません。 

 

(3)信託報酬等 

① 信託報酬の総額 

計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.1％(税抜2.0％)の率を乗じて得た金額と

し、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分は次の通りとします。 

 

 委託会社 販売会社 受託会社 合計 

信託財産の純資産総額に対して 
年1.050％ 

(税抜1.00％) 
年0.945％ 

(税抜0.90％) 
年0.105％ 

(税抜0.10％) 
年2.100％ 

(税抜2.00％) 

 

② 信託報酬の支払時期と支払方法等 

信託報酬は、毎計算期間の最初の６カ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託

財産中から支弁するものとします。 

委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。

信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社

に対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。 

 

③ 投資顧問報酬 

委託会社が運用の指図に関する権限を委託したブラックロック・インベストメント・マネジメン

ト（UK）リミテッドが受ける報酬額は、委託会社が受ける報酬から委託会社の事業年度の毎四半

期末に支弁するものとし、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.50％の率を乗じ

て得た金額とします。 
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ファイル名:040_第二部_ファンド情報_手数料3.doc 更新日時:9/8/2006 5:40:00 AM 印刷日時:06/09/14 22:12 

(4)その他の手数料等 

① 信託財産において一部解約金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった

場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利

息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 下記の諸費用(以下「諸費用」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するこ

とができます。 

１．受益証券の管理事務に関連する費用(券面の作成、印刷および交付に係る費用を含みます。) 

２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用 

３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用 

６．公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の

作成、印刷および交付に係る費用 

７．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

委託会社は、年0.105％(税抜0.10％)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に

見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額

をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、

ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は毎計算期間

の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支払われるもの

とします。 

④ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(消費税等相当額を含みます。)、

先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中より

支弁します。 
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(5)課税上の取扱い 

日本の居住者(法人を含む。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなり

ます。 

① 個別元本方式について 

ａ．追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料は含まれま

せん。)が当該受益者の元本(「個別元本」といいます。)にあたります。なお、個別元本方式は

平成12年４月１日算出の基準価額より適用されましたので、個別元本方式への移行時に既に受

益証券を保有している場合、平成12年３月31日の平均信託金が当該受益証券にかかる個別元本

となります。 

ｂ．受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信

託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出

が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は

当該支店等毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。 

ｄ．受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配

金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、

下記「③収益分配金の課税について」を参照。) 

 

② 一部解約時および償還時の課税について 

一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

 

③ 収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる

「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元

本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が

普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている

場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除

した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とします。 
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④ 個人、法人の課税の取扱いについて 

ａ．個人の受益者に対する課税 

(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について 

平成16年１月１日から平成20年３月31日までの間は、居住者または国内に恒久的施設を有

する非居住者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびに一部

解約時および償還時の個別元本超過額については、10％(所得税７％、地方税３％)の税率に

よる源泉徴収が行われます。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金の

みであり、特別分配金は課税されません。金額に関わらず確定申告は不要です。確定申告を

行うことにより総合課税を選択することもできます。この場合、当ファンドにおいては配当

控除の適用はありません。 

※ 平成20年４月１日以降は、前記の10％の税率は、20％(所得税15％、地方税５％)となります。 

 

(b) 解約・償還時の損失と他の株式等の売買益(譲渡益)との損益通算について 

解約・償還価額が取得価額を下回る場合、解約・償還損はみなし譲渡損として確定申告に

より他の株式等(上場株式投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を含みます。)の売買益

との通算ができます。この場合、確定申告時において個別元本の金額に取得のために要した

費用(購入時の手数料等)を加算することができます。 

 

(c) 支払調書 

一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。 

 

ｂ．法人の受益者に対する課税 

(a) 収益分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額の課税について 

平成16年１月１日から平成20年３月31日までの間は、内国法人(公共法人等を除く。)が支

払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時

の個別元本超過額については、７％(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。収益

分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税され

ません。 

益金不算入制度の適用はありません。 

※ 平成20年４月１日以降は、前記の７％の税率は、15％(所得税のみ)となります。 

 

(b) 支払調書 

一定の額以上の収益の分配については、支払調書が提出されます。 

 

※ なお、税法が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 
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５ 運用状況 

「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」 

(1)投資状況 (平成18年２月末現在) 

 

資産の種類 金額(円) 投資比率(％) 

株式 カナダ 1,855,342,360 39.30 

 南アフリカ 901,441,884 19.10 

 オーストラリア 804,600,658 17.05 

 イギリス 423,565,542 8.97 

 アメリカ 295,785,066 6.27 

 中国 215,811,030 4.57 

 ペルー 156,964,500 3.33 

 ロシア 5,506,823 0.12 

 小計 4,659,017,863 98.70 

新株予約権証券 スイス 19,370,582 0.41 

 カナダ 1,019,000 0.02 

 オーストラリア 299,810 0.01 

 小計 20,689,392 0.44 

その他資産(負債控除後) 40,717,788 0.86 

合計 4,720,425,043 100.00 
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(2)投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

 

順位 銘柄 国／地域 種類 業種 数量 
簿価単価
(円) 

簿価金額
(円) 

評価単価 
(円) 

評価金額
(円) 

投資
比率
(％)

１ GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 南アフリカ 株式 非鉄金属 130,000 2,546.71 331,072,767 2,613.75 339,787,448 7.20

２ BARRICK GOLD CORP カナダ 株式 鉱業 73,787 3,485.37 257,175,247 3,181.15 234,727,308 4.97

３ ZIJIN MINING GROUP CO 中国 株式 鉱業 3,000,000 63.81 191,431,207 71.58 214,731,750 4.55

４ YAMANA GOLD INC カナダ 株式 鉱業 205,000 944.15 193,550,254 1,039.38 213,072,900 4.51

５ 
ANGLOGOLD ASHANTI SPON 
ADR 

南アフリカ 株式 鉱業 32,500 6,792.82 220,766,790 6,153.01 199,972,773 4.24

６ HARMONY GOLD MNG-SPON ADR 南アフリカ 株式 非鉄金属 112,980 1,991.74 225,026,743 1,695.22 191,525,571 4.06

７ NEWMONT MINING CORP HLDG アメリカ 株式 鉱業 30,000 6,943.05 208,291,595 6,369.27 191,078,118 4.05

８ ALAMOS GOLD INC カナダ 株式 鉱業 200,000 928.85 185,770,872 927.29 185,458,000 3.93

９ NEWCREST MINING LTD オーストラリア 株式 鉱業 90,000 2,086.34 187,770,639 1,821.99 163,978,938 3.47

10 LIHIR GOLD LIMITED オーストラリア 株式 鉱業 875,000 210.53 184,215,053 186.74 163,396,450 3.46

11 RANDGOLD RESOURCES ADR イギリス 株式 鉱業 80,000 2,098.94 167,915,564 1,999.84 159,987,520 3.39

12 
CIA DE MINAS BUENAVENTURA 
ADR 

ペルー 株式 鉱業 50,000 3,228.06 161,402,991 3,139.29 156,964,500 3.33

13 GOLDCORP INC カナダ 株式 鉱業 52,000 3,052.74 158,742,578 2,942.87 153,029,344 3.24

14 CENTERRA GOLD INC カナダ 株式 鉱業 41,500 3,979.20 165,136,593 3,627.64 150,547,060 3.19

15 GLAMIS GOLD INC カナダ 株式 鉱業 39,000 3,491.06 136,151,163 3,240.42 126,376,380 2.68

16 MERIDIAN GOLD INC カナダ 株式 鉱業 40,000 3,150.01 126,000,427 2,915.36 116,614,360 2.47

17 OREZONE RESOURCES INC カナダ 株式 鉱業 490,000 251.09 123,036,282 236.41 115,839,920 2.45

18 MVELAPHANDA RESOURCES LTD 南アフリカ 株式 鉱業 180,000 552.76 99,496,080 605.57 109,002,726 2.31

19 FREEPORT-MCMORAN COPPER-B アメリカ 株式
ファイナ
ンシャル
サービス

17,500 7,214.82 126,259,360 5,983.25 104,706,949 2.22

20 QGX TLD カナダ 株式 鉱業 265,000 416.26 110,310,115 387.22 102,613,300 2.17

21 ABER DIAMOND CORP カナダ 株式 鉱業 22,500 4,789.96 107,774,032 4,388.83 98,748,743 2.09

22 ST BARBARA LTD オーストラリア 株式 鉱業 2,110,000 42.69 90,074,914 45.40 95,793,578 2.03

23 CAMBIOR INC カナダ 株式 鉱業 275,000 371.51 102,164,100 327.10 89,952,225 1.91

24 OXIANA LTD オーストラリア 株式 鉱業 515,000 168.10 86,570,236 168.32 86,685,779 1.84

25 ELDORADO GOLD CORPORATION カナダ 株式 鉱業 175,000 568.79 99,539,001 486.06 85,061,025 1.80

26 
PERSEVERANCE CORPORATION 
LTD 

オーストラリア 株式 鉱業 2,550,000 29.19 74,438,500 32.98 84,096,705 1.78

27 
TEAL EXPLORATION & MINING 
IN 

カナダ 株式 鉱業 273,300 287.69 78,626,230 285.32 77,977,956 1.65

28 PETER HAMBRO MINING PLC イギリス 株式 鉱業 27,000 2,349.33 63,431,953 2,858.83 77,188,280 1.64

29 MWANA AFRICAN  PLC イギリス 株式 鉱業 650,000 92.79 60,313,056 113.22 73,593,520 1.56

30 SINO GOLD LTD オーストラリア 株式 鉱業 214,955 311.83 67,028,699 341.78 73,468,051 1.56

(注) 投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 
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種類別及び業種別投資比率 

 

種類 投資比率(％) 

株式  98.70 

 業種  

 鉱業 84.80 

 非鉄金属 11.69 

 ファイナンシャルサービス 2.22 

新株予約権証券 0.44 

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。 

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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(3)運用実績 

①純資産の推移 

平成18年２月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次

の通りです。 

 

 純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円) 

 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 

第１期(平成16年１月27日) 1,158,157,593 1,246,817,552 1.3020 1.4017 

第２期(平成17年１月27日) 1,832,136,265 1,913,042,268 1.1271 1.1769 

第３期(平成18年１月27日) 3,234,350,211 3,887,351,699 1.7320 2.0817 

平成17年２月末現在 2,160,992,799 (同左) 1.2111 (同左) 

平成17年３月末現在 1,765,751,261 (同左) 1.1491 (同左) 

平成17年４月末現在 1,512,266,008 (同左) 1.0550 (同左) 

平成17年５月末現在 1,811,002,244 (同左) 1.0759 (同左) 

平成17年６月末現在 2,411,446,878 (同左) 1.1967 (同左) 

平成17年７月末現在 2,530,062,819 (同左) 1.1918 (同左) 

平成17年８月末現在 2,427,261,540 (同左) 1.2065 (同左) 

平成17年９月末現在 1,998,931,966 (同左) 1.5129 (同左) 

平成17年10月末現在 1,740,436,135 (同左) 1.4275 (同左) 

平成17年11月末現在 2,299,173,785 (同左) 1.6641 (同左) 

平成17年12月末現在 3,289,632,015 (同左) 1.8363 (同左) 

平成18年１月末現在 3,978,891,269 (同左) 1.7821 (同左) 

平成18年２月末現在 4,720,425,043 (同左) 1.6856 (同左) 

 

②分配の推移 

 

 １口当たりの分配金(円) 

第１期 0.1000 

第２期 0.0500 

第３期 0.3500 

(注) １口当たり分配金は外国税控除前の金額です。 
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③収益率の推移 

 

 収益率(％) 

第１期 40.2 

第２期 △9.6 

第３期 84.7 

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ

て得た数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算

しています。 
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６ 手続等の概要 

(1) 申込（販売）手続等 

① 申込方法 

受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。

このため、販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基

づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る＜一般コース＞と分配金が税引き

後無手数料で再投資される＜累積投資コース＞の２つの申込方法があります。分配金の受取方法

は途中で変更することはできません。＜累積投資コース＞を選択する投資者は、当該販売会社と

の間で「累積投資約款＊」にしたがって契約を締結します。 

＊ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契

約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。 

 

② 申込期間 

当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営

業所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新さ

れます。 

 

③ 受付時間 

取得申込の受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日

のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付

時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

 

(販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。) 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

④ 申込不可日 

オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が全て休場日に該当

する場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い

合わせください。 

 

⑤ 申込単位 

・＜一般コース＞  ：１万口以上１万口単位 

・＜累積投資コース＞：１万円以上１円単位 

＜累積投資コース＞を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。 
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取扱いを行うコースおよび申込単位は各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い

合わせください。 

 

⑥ 申込価額 

受益証券の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には

申込手数料は含まれておりません。 

 

⑦ 申込手数料 

ａ．取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15％(税抜3.00％)を上限として、販売会社が独自

に定めることができます。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

  なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。 

 

ｂ．累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。 

 

⑧ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない

事情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込の受付を中止することおよび既

に受付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。 

 

⑨ 取得申込代金の計算とお支払 

ファンドの受益証券の取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに当ファンドのお申込

み代金を申込みの販売会社に支払うものとします。 

＜一般コース＞を選択した投資者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申

込みの口数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとし

ます。 

＜累積投資コース＞を選択した投資者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

申込手数料は申込代金から差し引かれます。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、

受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、

保護預りの形態はなくなります。また、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取

得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払い

と引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。

委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また

は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会

社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記

載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替

機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 
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(2) 換金（解約）手続等 

① 一部解約の申込と受付 

受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に以下の単位をもって一部解約の実行を

請求することができます。申込単位は販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わ

せください。 

・＜一般コース＞  ：１万口以上１万口単位 

・＜累積投資コース＞：１口以上１口単位 

 

受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。

一部解約の請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受

付時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

 

② 解約請求不可日 

オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が全て休場日に該当

する場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い

合わせください。 

 

③ 解約の価額 

一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、一

部解約の実行請求日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本を超過し

た額に対し、個人については10％(所得税７％、地方税３％)、法人については７％(所得税のみ))

を差し引いた金額となります。 

 

④ 解約請求受付の制限 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の「解約請求」には制限があります。 

 

⑤ 解約代金の支払 

解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売会

社においてお支払いします。 

 

⑥ 一部解約の実行の請求の受付中止および取消 

委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他

やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付け

た一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止

された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できま

す。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し

た後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。 
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⑦ 解約価額について 

当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知るこ

とができます。 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター  ：電話番号 0120－977－648 

          (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、解約の請求を行う受益者

は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を

委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ

ます。 

  平成19年１月４日以降の解約に係る解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものと

します。ただし、平成19年１月４日以降に解約代金が受益者に支払われることとなる解約の請求で、平

成19年１月４日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行

うものとします。 

  平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ

移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年１月４日以降も引き続き保有された場

合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手

続きには時間を要しますので、ご留意ください。 
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７ 管理及び運営の概要 

(1) 資産の評価 

当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有

価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の

資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総

口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」と

いいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが

国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原

則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

基準価額(１万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記

に問い合わせることにより知ることができます。 

また、日々の基準価額(１万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は

「ゴルドF」と省略されて記載されております。 

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 

外国株式：原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

(2) 保管 

① 受益者は、保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管(保護預り)することができま

す。 

② 保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

③ 保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。 

④ 「累積投資契約」を結ばれた場合は、全て保護預りとなります。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券

の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

(3) 信託期間 

この信託の期間は、無期限とします。 

 

(4) 計算期間 

計算期間は、毎年１月28日から翌年１月27日までとすることを原則とします。計算期間終了日に

該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期

間が開始されるものとします。 
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(5) その他 

① ファンドの償還条件等 

ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする

旨を監督官庁に届け出ます。 

 

ｂ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることと

なった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

 

ｃ．ａ.およびｂ.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとす

る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して

交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として公告を行いません。 

 

ｄ．上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議

を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 

ｅ．上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、ａ.、ｂ.の信託契約の解約を行いません。 

 

ｆ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｇ．ｄ.からｆ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、ｄ.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な

場合には適用しません。 

 

ｈ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

 

ｉ．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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ｊ．上記にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業

者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ.」に該当する場合を除

き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 

 

k．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託会

社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を

選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

② 信託約款の変更 

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

 

ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとす

る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｃ．前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議

を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 

ｄ．前記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超

えるときは、信託約款の変更を行いません。 

 

ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは上記の規定

にしたがいます。 

 

ｇ．委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録

を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なも

のとしてａ.～ｅ.までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載

または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている

受益者へは、ｂ.の書面の交付を原則として行いません。 
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③ 運用報告書の作成 

毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記

載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただい

たご住所にお届けいたします。 

 

④ 信託事務の委託 

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀

行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にか

かる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

 

⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き 

ａ．「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社

いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後

の取扱いについてもこれと同様です。 

 

ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社又は投資顧問会社から書

面による契約終了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱

いについてもこれと同様です。 

 

⑥ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

(6) 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

 

① 収益分配金受領権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有

します。 

＜一般コース＞ 

収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して５営業日目から販売

会社を通じて受益者に支払います。受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払

を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に

帰属するものとします。 
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＜累積投資コース＞ 

「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会

社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売

付けを行ないます。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、

決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる

決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金に

かかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間の終了日後１

ヵ月以内の委託会社が指定する日(原則として決算日から起算して５営業日目)からお支払いします。

なお、平成19年１月４日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおそ

の効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資

コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加し

た受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

 

② 償還金受領権 

受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有しま

す。 

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５

営業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払います。 

償還金の支払いは、販売会社において行います。 

受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失

い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の償還金は、

償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部

解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得

申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対し

て委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記

載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終

了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 
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③ 受益証券の一部解約請求権 

受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。

一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日から受益者に支払

います。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、解約の請求を行う受益

者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解

約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行う

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録

が行われます。 

  平成19年１月４日以降の解約に係る解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うもの

とします。ただし、平成19年１月４日以降に解約代金が受益者に支払われることとなる解約の請求で、

平成19年１月４日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもっ

て行うものとします。 

  平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権

へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年１月４日以降も引き続き保有され

た場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、

この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 

 

④ 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して

異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべ

き旨を請求することができます。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行し振替受益権となる予定です。 

 

⑤ 受益権均等分割 

受益者は、所有する受益証券の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 

受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行し振替受益権となる予定です。 

 

⑥ 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧

又は謄写を請求することができます。 
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第２ 財務ハイライト情報 

以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記

載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。 

 

ファンドの「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査証明を受けております。 

また、当該監査法人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ 

ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。 
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 メリルリンチ・ゴールド・ファンド  

１ 貸借対照表 

 

 
第２期 

(平成17年１月27日現在) 
第３期 

(平成18年１月27日現在) 

区分 金額(円) 金額(円) 

資産の部   

流動資産   

預金 10,094,777 80,409,993 

コール・ローン 56,511,180 245,644,514 

株式 1,814,889,681 3,117,578,040 

新株予約権証券 11,805,156 21,124,949 

派生商品評価勘定 291,737 14,544 

未収入金 50,839,456 587,787,748 

未収配当金 ― 71,150 

流動資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 

資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 ― 516,707 

未払金 9,600,000 27,099,406 

未払収益分配金 80,906,003 653,001,488 

未払解約金 ― 110,075,417 

未払受託者報酬 1,037,559 1,313,653 

未払委託者報酬 19,714,603 24,960,404 

その他未払費用 1,037,557 1,313,652 

流動負債合計 112,295,722 818,280,727 

負債合計 112,295,722 818,280,727 

純資産の部   

元本   

元本 1,625,522,979 1,867,373,830 

剰余金   

期末剰余金 206,613,286 1,366,976,381 

(分配準備積立金) ― (391,863,142) 

剰余金合計 206,613,286 1,366,976,381 

純資産合計 1,832,136,265 3,234,350,211 

負債・純資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 
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２ 損益及び剰余金計算書 

 

 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

区分 金額(円) 金額(円) 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

受取配当金 10,451,761 12,415,678 

受取利息 65,370 263,881 

有価証券売買等損益 △93,802,033 1,465,308,112 

為替差損益 13,519,174 247,694,226 

その他収益 ― 53,009 

営業収益合計 △69,765,728 1,725,734,906 

営業費用   

受託者報酬 1,835,409 2,341,089 

委託者報酬 34,874,896 44,482,550 

その他費用 3,865,476 5,112,918 

営業費用合計 40,575,781 51,936,557 

営業利益又は損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

経常利益又は損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

当期純利益又は純損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

一部解約に伴う当期純利益分配額 14,867,713 608,635,867 

期首剰余金 268,625,049 206,613,286 

剰余金増加額 344,670,166 1,297,498,218 

(当期追加信託に伴う剰余金増加額) (344,670,166) (1,297,498,218) 

剰余金減少額 200,566,704 549,296,117 

(当期一部解約に伴う剰余金減少額) (200,566,704) (549,296,117) 

分配金 80,906,003 653,001,488 

期末剰余金 206,613,286 1,366,976,381 
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重要な会計方針 

 

項目 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

株式及び新株予約権証券は移動平均法

に基づき、原則として以下の通り時価

評価しております。 

 

株式及び新株予約権証券は移動平均法

に基づき、原則として以下の通り時価

評価しております。 

 

 (1) 証券取引所に上場されている有価

証券 

証券取引所に上場されている有価

証券は、原則として証券取引所に

おける計算日において知りうる直

近の最終相場で評価しておりま

す。 

 

(1) 証券取引所に上場されている有価

証券 

同左 

 (2) 証券取引所に上場されていない有

価証券 

当該有価証券については、原則と

して、金融機関の提示する価額又

は価格情報会社の提供する価額の

いずれかから入手した価額で評価

しております。 

 

(2) 証券取引所に上場されていない有

価証券 

同左 

 (3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった

場合又は入手した評価額が時価と

認定できない事由が認められた場

合は、投資信託委託業者が忠実義

務に基づいて合理的な事由をもっ

て時価と認めた価額もしくは受託

者と協議のうえ両者が合理的事由

をもって時価と認めた価額で評価

しております。 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、原則としてわが国

における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値で評価しております。 

当ファンドにおける派生商品評価勘

定は、当該為替予約取引に係るもの

であります。 

 

為替予約取引 

同左 

３ 外貨建資産・負債の本邦

通貨への換算基準 

外貨建資産・負債の円換算については

原則として、わが国における計算日の

対顧客電信売買相場の仲値によって計

算しております。 

同左 
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項目 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

４ 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は原則として、株式の

配当落ち日に予想配当金額を計上

し、差額の発生した場合には入金

時に計上しております。 

 

(1) 受取配当金の計上基準 

同左 

 (2) 有価証券売買等損益及び為替予約

取引による為替差損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

 

(2) 有価証券売買等損益及び為替予約

取引による為替差損益の計上基準

同左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

外貨建資産等の会計処理 

外貨建資産等については、「投資信

託財産の貸借対照表、損益及び剰余

金計算書、附属明細表並びに運用報

告書に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)第60条の規定に基づ

き、通貨の種類ごとに勘定を設け

て、邦貨建資産等と区分する方法を

採用しております。従って、外貨の

売買については、同規則第61条の規

定により処理し、為替差損益を算定

しております。 

外貨建資産等の会計処理 

同左 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

１ 受益証券の名義書換え等 

① 委託会社は、受益者が委託会社の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と

引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付しま

す。 

② ＜累積投資コース＞を選択した場合には、「累積投資約契約」に基づいて投資者が取得した受益

証券は大券をもって混蔵保管されるため、委託会社は当該投資者の請求に基づく記名式の受益証券

への変更を行いません。 

③ 記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって、委託会社に名義書換えを請求す

ることができます。 

④ 名義書換手続は、毎計算期間の末日の翌日から15日間停止いたします。 

 

取扱場所 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

東京都中央区日本橋一丁目４番１号 

日本橋一丁目ビルディング 

 

名義書換手数料 

手数料はかかりません。 

 

２ 受益者名簿の閉鎖の時期 

受益者名簿は作成していません。 

 

３ 受益者に対する特典 

該当するものはありません。 

 

４ 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容  

ファンド受益証券の譲渡制限は設けておりません。 

 

５ その他 

① 受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続き

により再交付を申請したときは、委託会社は受益証券を再交付します。 

② 委託会社は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続

により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、

上記①の規定を準用するものとします。 

③ 委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 
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(注) ファンドの受益権は、平成19年１月４日より、振替受益権となる予定であり、委託会社は、この信託の受

益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が

ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証

券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券

の再発行の請求を行なわないものとします。 

○ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社

振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよ

う通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され

ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に

おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止

日や振替停止期間を設けることができます。 

○ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す

ることができません。 

○ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された

場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割

できるものとします。 

○ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に

おいて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益

権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に

対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消

の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記

載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了

日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 

○ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、

一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ

か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

１ 投資信託説明書（請求目論見書）「ファンドの詳細情報」に記載している事項の項目名は、以下の

通りです。 

 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

１ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 附属明細表 

２ ファンドの現況 

第５ 設定及び解約の実績 

 

２ 投資信託説明書（請求目論見書）「ファンドの詳細情報」に記載している事項のうち、証券取引法

第15条第２項の規定によりあらかじめまたは同時に交付しなければならない目論見書に記載しよう

とする事項はありません。 
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追加型証券投資信託  ブラックロック・ゴールド・ファンド  
 
 

－ 運用の基本方針 － 
 

約款第23条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 
 

１.基本方針 
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます。 
 

２運用方法 
(1)投資対象 

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式
を投資対象とします。 

(2)投資態度 
・ 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主

要投資対象として積極的な運用を行ないます。 
・ 各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資します。 
・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 
・ ブラックロック･インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド(BlackRock Investment 

Management (UK) Limited)に株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関す
る権限を委託します。 

(3)投資制限 
① 株式への投資割合には制限を設けません。 
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額

の 20％以下とします。 
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の

純資産総額の 10％以下とします。 
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財

産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。）への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の
10％以下とします。 

⑥ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 
３.分配方針 

年１回の毎決算時（１月 27 日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき、
分配を行ないます。 
①  分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益（評価損益も含みます。）等

の全額とすることができます。 
② 分配金額は委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運

用を行ないます。 
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追加型証券投資信託  ブラックロック・ゴールド・ファンド  

約 款 
 

［信託の種類、委託者および受託者］ 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、ブラックロック・ジャパン株式会社を委託者とし、三

菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とします。 

［信託事務の委託］ 

第２条 受託者は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受け

た一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

［信託の目的および金額］ 

第３条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引き受けます。 

［信託金の限度額］ 

第４条 委託者は、受託者と合意の上、金 1,000億円を限度として信託金を追加することができま

す。 

②    追加信託が行われたときは、受託者は、その引き受けを証する書面を委託者に交付し

ます。 

③  委託者は、受託者と合意のうえ、第１項の限度額を変更することができます。 

［信託期間］ 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から、第56条第１項、同条第２項、第57条第１項、第

58条第１項および第60条第２項による信託契約終了の日までとします。 

［受益証券の取得申込みの勧誘の種類］ 

第６条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第２条第３項第１号に掲げ

る場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行

われます。 

［当初の受益者］ 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申

込者とし、第８条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に

帰属します。 

［受益権の分割および再分割］ 

第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については 300億口を上限として、追加信託によっ

て生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ

均等に分割します。 

②  委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

［追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法］ 

第９条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益

権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および

第34条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に

従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産

総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金そ

の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 
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③ 第36条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。 

［信託日時の異なる受益権の内容］ 

第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

［受益証券の発行］ 

第11条 委託者は、第８条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名

式の受益証券を発行します。 

［受益証券の発行についての受託者の認証］ 

第12条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

②  前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによっ

て行ないます。 

［受益証券の売却単位および売却価額］ 

第13条 委託者の指定する証券会社（証券取引法第２条第９項に規定する証券会社をいい、外国証

券業者に関する法律第２条第２号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。）およ

び登録金融機関（証券取引法第65条の２第３項の規定する登録金融機関をいいます。以下

同じ。）は、第11条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、１万口

以上１万口単位をもって売却できるものとします。ただし、別に定める累積投資約款にし

たがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、１口

の整数倍をもって売却することができるものとします。 

なお、取得申込日がオーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所の休

場日に当たる場合は、受益証券の取得申込の受付は行ないません。 

②  受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに当該手数

料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を

加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益証券の

売却価額は、１口につき１円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金

額を加算した価額とします。 

③ 前項の手数料の額は、基準価額（ただし、信託契約締結日前の取得申込の場合には、１口に

つき１円とします。）の３％を上限とします。この手数料は委託者の指定する証券会社および

登録金融機関により異なる場合があります。 

④   受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の売却価額は、取得申

込日の基準価額とします。 

⑤   第１項の規定にかかわらず、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者の判断により、受益証券

の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す

ことができます。 

［受益証券の種類］ 

第14条 委託者の発行する受益証券は、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。 

［受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換え手続］ 

第15条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と

引き換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証

券を交付します。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求す

ることができます。 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第47条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15
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日間停止します。 

［記名式の受益証券譲渡の対抗要件］ 

第16条  記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および

受託者に対抗することができません。 

［無記名式の受益証券の再交付］ 

第17条  委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を

添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。 

［記名式の受益証券の再交付］ 

第18条  委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続により再交付を

請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

［受益証券を毀損した場合等の再交付］ 

第19条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手

続によって再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しが

たいときは、前２条の規定を準用します。 

［受益証券の再交付の費用］ 

第20条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 

［投資の対象とする資産の種類］ 

第21条  この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1.  次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条

第１項で定めるものをいいます。以下同じ。） 

ｲ. 有価証券 

ﾛ. 有価証券指数等先物取引に係る権利 

ﾊ. 有価証券オプション取引に係る権利 

ﾆ. 外国市場証券先物取引に係る権利 

ﾎ. 有価証券店頭指数先渡取引に係る権利 

ﾍ. 有価証券店頭オプション取引に係る権利 

ﾄ. 有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利 

ﾁ. 金銭債権 

ﾘ. 約束手形（手形割引市場において売買される手形に限ります。） 

ﾇ. 金融先物取引に係る権利 

ﾙ. 金融デリバティブ取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第４条第１号、

第２号および第５号で定める取引に限ります。）に係る権利 

ｦ. 金銭を信託する信託（信託財産を主として前各号に掲げる資産に投資して運用する

ことを目的とする場合に限ります。）の受益権 

2.  次に掲げる特定資産以外の資産 

ｲ. 抵当証券 

［運用の指図範囲等］ 

第22条 委託者（第24条に規定する委託者から委託を受けたものを含みます。以下、第25条から

第34条まで、第36条および第42条から第45条までについて同じ。）は、信託金を、主と

して次の有価証券に投資することを指図します。 

1. 株券または新株引受権証書 

2. 国債証券 

3. 地方債証券 

4. 特別の法律により法人の発行する債券 

5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
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型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

6.  特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第２条１項第３号の２で定めるものをい

います。） 

7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第１項第５

号で定めるものをいいます。） 

8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号。以下「優先出

資法」という。）に規定する優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書 

9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（単位未満優先出資証券を含む。

以下同じ） 

10.  コマーシャル・ペーパー 

11.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同

じ。）および新株予約権証券 

12.  外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を

有するもの 

13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で定めるも

のをいいます。） 

14.  投資証券または外国投資証券（証券取引法第２条第１項第７号の２で定めるものをい

います。） 

15.  外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

16.  オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第10号の２で定める

ものをいいます。） 

17.  預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。） 

18.  外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19.  貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいます。） 

20.  外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の

証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券

および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性

質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投資

信託証券」といいます。 

②  委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用する

ことを指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託 

3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 抵当証券 

③ 第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応

等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商

品により運用することの指図ができます。 

④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時

価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の       

5を超えることとなる投資の指図をしません。 
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［運用の基本方針］ 

第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その

指図を行ないます。 

 [運用の権限委託] 

 第24条 委託者は、次に関する権限を次の者に委託します。 

委託する範囲：株式等（短期金融商品を含みます。）にかかる運用の指図に関す
る権限 

商号 :ブラックロック･インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド
(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 

所在地 :33 King William Street, London , UK 
 

② 前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第50条に基づいて委託者が受ける報酬から委託

者の事業年度の毎四半期末のとき支弁するものとし、その報酬額は第47条に規定する計

算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10000分の50の率を乗じて得た額とし

ます。 

③ 第１項の規定にかかわらず、第１項により委託を受けたものが、法律に違反した場合、

この信託約款の違反となる運用の指図に関する権限の行使をした場合、信託財産に重大

な損失を生ぜしめた場合等、その他の理由により必要と認められる場合には、委託者は、

運用の指図に関する権限の委託を中止またはその委託内容を変更することができます。 

［投資する株式等の範囲］ 

第25条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取

引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において

取引されている株式の発行会社の発行するもの、その他投資信託協会の規則により投資す

ることが認められているものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得

する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができるものとします。 

［同一銘柄の株式等への投資制限］ 

第26条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純

資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図を

しません。 

［信用取引の指図範囲］ 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ

との指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡

しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

［同一銘柄の転換社債等への投資制限］ 

第28条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新

株予約権付社債の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
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資の指図をしません。 

 

［先物取引等の運用指図・目的・範囲］ 

第29条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国

の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプシ

ョン取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なう

ことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとし

ます（以下同じ。）。 

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

の対象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲

内とします。 

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限

月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益

権および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限

月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等なら

びに第22条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とし

ます。 

②  委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプ

ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の

売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨

建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の時価総額

の範囲内とします。 

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の

買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。 

③  委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお

ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの

取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。 

1. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ

対象とする金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券および組入抵当証券

の利払金および償還金等ならびに第22条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で

運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の

範囲内とします。 

2. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財

産が限月までに受け取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金

等ならびに第22条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額（以下本

号において「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対

象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保

有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取

る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債

権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な

い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証

券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。 
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［スワップ取引の運用指図・目的・範囲］ 

第30条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動

リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその

元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なう

ことの指図をすることができます。 

②  スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。 

③  スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計

額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事

由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純

資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するス

ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。 

④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額

で評価するものとします。 

⑤ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと

きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

［金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図］ 

第31条  委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため金利先渡取引および為替

先渡取引を行なうことの指図をすることができます。 

②  金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として

第５条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で

全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 

③  金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

④  委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

［有価証券の貸付けの指図および範囲］ 

第32条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債

を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。 

1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する

株式の時価合計額の50％を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産

で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。 

②  前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③  委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行な

うものとします。 

［公社債の空売りの指図範囲］ 

第33条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財

産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付け

の決済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しま

たは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。 

②  前項の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額の範囲内とします。 
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③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。 

［公社債の借入れ］ 

第34条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが

できます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、

担保の提供の指図を行なうものとします。 

②  前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と

します。 

③  信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

④  第1項の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。 

［特別の場合の外貨建有価証券への投資制限］ 

第35条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認

められる場合には、制約されることがあります。 

［外国為替予約の指図および範囲］ 

第36条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を

することができます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との

差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信

託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図

については、この限りではありません。 

③  前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に

相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの

とします。 

［信託業務の委託］ 

第37条  受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分並びにこれに

付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外

国において有価証券の保管を業として営むものおよびこれらの子会社等で有価証券の保

管を業として営む者に委託することができます。 

②  受託者は、前項のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下

に掲げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 

1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め

られること 

3．信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備

されていること 

4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

③  受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基

準に適合していることを確認するものとします。 

［有価証券の保管］ 

第38条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管

させることができます。 

［混蔵寄託］ 
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第39条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済

する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペ

ーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関ま

たは証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 

［一括登録］ 

第40条 （削除） 

［信託財産の表示および記載の省略］ 

第41条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、

信託の表示および記載をしません。 

［有価証券売却等の指図］ 

第42条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

［再投資の指図］ 

第43条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図がで

きます。 

［資金の借入れ］ 

第44条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし

て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開

始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者へ

の解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間

もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還

金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該

有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度

とします。 
ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の

10％を超えないこととします。 
③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
④  借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

［損益の帰属］ 

第45条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰

属します。 

［受託者による資金の立替え］ 

第46条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、

委託者の申し出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、

株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものが

あるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③  前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別

にこれを定めます。 

［信託の計算期間］ 

第47条 この信託の計算期間は、毎年１月28日から翌年１月27日までとすることを原則とします。
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ただし、第１計算期間は、平成15年2月25日から平成16年1月27日までとします。 

②  前項にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と

いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より

次の計算期間が開始されるものとします。 

［信託財産に関する報告］ 

第48条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

［信託事務の諸費用］ 

第49条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の

利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 前項の諸経費に加え、以下の諸費用（以下「諸費用」といいます。）および当該諸費用

に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することが

できます。 

１． 受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷およびに交付に係る費用を含

みます。） 

２． 有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および届出に係る費用 

３． 目論見書および要約（仮）目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４． 信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５． 運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用 

６． 公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載し

た書面の作成、印刷および交付に係る費用 

７． この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

③ 委託者は、前項に定める諸費用の支払を信託財産のために行ない、支払金額の支弁を信

託財産から受けることができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける

代りに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、上限を付して実際

または予想される費用の額を固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受ける

ことができます。 

④ 前項において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産

の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変更するこ

とができます。 

⑤ 前2項において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用および当該諸

費用に係る消費税等に相当する金額は、第47条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に応じて計上されます。かかる諸費用は、信託財産の毎計算期の６ｶ月

終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。 

［信託報酬等の総額］ 

第50条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第47条に規定する計算期間を通じて毎日、信

託財産の純資産総額に年10,000分の200の率を乗じて得た額とします。 

②  前項の報酬額は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと

き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③  第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 

［収益の分配方式］ 

第51条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 
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1. 配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を

控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、諸費用および当該諸費用

に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等

に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次

期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ

ます。 

2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、

諸費用および当該諸費用に係る消費税等に相当する金額ならびに信託報酬および当該

信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額

を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の

分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

［収益分配金、償還金および一部解約金の支払い］ 

第52条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交

付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に

対しては、委託者は原則として、毎期計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を委託

者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、受益者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証

券の売付けを行ないます。 

③  償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換え

に受益者に支払います。 

④  一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から

受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除く。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行なうものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎

の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第１項

の場合には収益分配金交付票に、第３項および第４項の場合には受益証券に、記名し届

出印を押捺するものとします。 

⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて

収益分配金、償還金および一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情

があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

［収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責］ 

第53条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金

については第52条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第52

条第４項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。 

②  受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後

は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

［収益分配金および償還金の時効］ 

第54条 受益者が、収益分配金については第52条第1項に規定する支払開始日から５年間その支払

いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第52条第３項に規定す

る支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受
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託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

 

［信託の一部解約］ 

第55条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託者に１万口単位（別に定める契約にかかる

受益証券または委託者の指定する証券会社および登録金融機関の所有にかかる受益証券

については１口単位）をもって一部解約の実行を請求することができます。 

②  前項の場合の一部解約の実行の請求日がオーストラリア証券取引所およびヨハネスブル

グ証券取引所の休場日に当たる場合は、一部解約の実行の請求の受付は行ないません。 

③   委託者は、第１項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を

解約します。 

④  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。 

⑤  受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社および

登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。 

⑥  委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その

他やむを得ない事情があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止す

ることおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

⑦  前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中

止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部

解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止

を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、

第４項の規定に準じて計算された価額とします。 

［信託契約の解約］ 

第56条  委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また

はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよう

とする旨を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることと

なった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることがで

きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届

け出ます。 

③  委託者は、前２項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ

の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を

行いません。 

④  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

⑤  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一

を超えるときは、第１項および第２項の信託契約の解約をしません。 

⑥  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

⑦  第4項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、第４項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行

うことが困難な場合には適用しません。 

［信託契約に関する監督官庁の命令］ 
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第57条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、

信託契約を解約し信託を終了させます。 

②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第61条の

規定にしたがいます。 

［委託者の認可取消等に伴う取扱い］ 

第58条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第61条第４項に該当する場合を除

き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。 
［委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い］ 

第59条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す

る事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信

託契約に関する事業を承継させることがあります。 
［受託者の辞任に伴う取扱い］ 

第60条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者

は、第61条の規定にしたがい、新受託者を選任します。 

②  委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 
［信託約款の変更］ 

第61条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

②  委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

③  前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一

を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。 

⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

［反対者の買取請求権］ 

第62条 第56条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合にお

いて、第56条第４項または前条第３項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益

者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す

ることができます。 
［公告］ 

第63条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 
［信託約款に関する疑義の取扱い］ 

第64条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めま

す。 
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（附則） 

第 1 条 第52条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、

各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ

ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同

項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分

配のつど調整されるものとします。 

第 2 条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を

受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投

資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口座管

理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいいます。）の振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることに

より定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当該振替受益権は、受益証券とみな

され、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振

替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力

を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、当

該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、約款本文の規定にかかわらず、

平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等

の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに

したがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

② 平成19年1月4日前に信託された受益権に係る受益証券を保有する受益者は、自己の有する

受益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することがで

きます。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該

請求に基づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。こ

の場合において、委託者は、委託者の指定する証券会社および登録金融機関に当該申請の

手続きを委任することができます。 

④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、委託者の指定

する証券会社または登録金融機関に対し、受益証券をもって行なうものとします。なお、

振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に

到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記

載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるも

のとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益権については、この

信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が

存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請

求しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を
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申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大な

ものとして約款本文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、この場合において、

振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することに

ついて同意をしている受益者へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の

交付を原則として行ないません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則としてこの信託の平成18年12月29

日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行われたもので、当該

一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みま

す。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請し

ます。ただし、保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中におい

て委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。 

⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解

約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する証券会社または

登録金融機関に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4

日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約の実行の請求で、平成19

年1月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券

をもって行なうものとします。 

⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合においても、平成19年1月4日以降約款本文

に規定する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するもの

とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 
 

 

 

 

 

  上記条項によりこの信託契約を締結します。 

 

信託契約締結日 平成 15 年 2 月 25 日 

                

 

                委託者    東京都中央区日本橋一丁目４番１号 
     日本橋一丁目ビルディング 
      ブラックロック・ジャパン株式会社 

 

 

受託者    東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

      三菱 UFJ 信託銀行株式会社 
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信託約款[平成 19 年 1 月 4日適用予定]の変更内容について 

 

平成 18 年 12 月 29 日現在存在する受益証券を含むファンドの受益証券を原則としてすべて

振替受益権とするため、委託者は、平成 19 年 1 月 4日適用予定で重大な約款変更を行なう

予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。 

なお、重大な約款変更の内容について予めお知らせすることを目的としておりますので、

単純な参照条文の変更[読み替え]は割愛している場合があります。 

追加型証券投資信託 ブラックロック・ゴールド・ファンド 

下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成 18 年 10 月１日現在の約款の内容）
[受益権の取得申込みの勧誘の種類] 

第 6 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、

証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2

条第 13 項で定める公募により行われます。 

[受益証券の取得申込みの勧誘の種類] 

第 6 条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘

は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場

合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法

律第 2 条第 13 項で定める公募により行われま

す。 

[当初の受益者] 

第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受

益者は、委託者の指定する受益権取得申込者と

し、第 8 条の規定により分割された受益権は、

その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属

します。 

[当初の受益者] 

第 7 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受

益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者

とし、第 8条の規定により分割された受益権は、

その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属

します。 

[受益権の分割および再分割] 

第 8 条 委託者は、第 3条の規定による受益権については

300 億口を上限とし、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第 9 条

第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただ

し、社債、株式等の振替に関する法律が施行され

た場合には、受託者と協議の上、同法に定めると

ころにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再

分割できるものとします。 

[受益権の分割および再分割] 

第 8 条 委託者は、第 3 条の規定による受益権については

300 億口を上限とし、追加信託によって生じた受

益権については、これを追加信託のつど第 9 条

第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割しま

す。 

② 委託者は、受託者と協議の上、一定日現在の受益

権を均等に再分割できます。 

 

 

 

[受益権の帰属と受益証券の不発行] 

第 11 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以

降「社債、株式等の振替に関する法律」となっ

た場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の

振替に関する法律」を含め「社振法」といいま

す。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、

同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委

託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り

扱うことについて同意した一の振替機関（社振

法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下

「振替機関」といいます。）及び当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する

「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以

下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に

記載または記録されることにより定まります

（以下、振替口座簿に記載または記録されるこ

とにより定まる受益権を「振替受益権」といい

ます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関

が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

された場合または当該指定が効力を失った場合

であって、当該振替機関の振替業を承継する者が

[受益証券の発行] 

第 11 条 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益

権を表示する収益分配金交付票付の無記名式受

益証券を発行します。 
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存在しない場合その他やむを得ない事情がある

場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発

行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合を除

き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変

更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券

への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行な

わないものとします。 
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等に

より受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名

式受益証券から無記名式受益証券への変更の請

求、受益証券の再発行の請求を行なわないものと

します。 

③ 委託者は、第 8 条の規定により分割された受益権

について、振替機関等の振替口座簿への新たな記

載または記録をするため社振法に定める事項の

振替機関への通知を行なうものとします。振替機

関等は、委託者から振替機関への通知があった場

合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口

座簿への新たな記載または記録を行ないます。

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を

振替受入簿に記載または記録を申請することが

できるものとし、原則としてこの信託の平成 18

年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、

既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当

該一部解約にかかる一部解約金の支払開始日が

平成 19 年 1 月 4日以降となるものを含みます。）

を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受

入簿に記載または記録するよう申請します。ただ

し、保護預かりではない受益証券に係る受益権に

ついては、信託期間中において委託者が受益証券

を確認した後当該申請を行なうものとします。振

替受入簿に記載または記録された受益権にかか

る受益証券（当該記載または記録以降に到来する

計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含

みます。）は無効となり、当該記載または記録に

より振替受益権となります。また、委託者は、受

益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿

に記載または記録を申請する場合において、委託

者の指定する証券会社（証券取引法第 2 条第 9

項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関

する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を

含みます。以下同じ。）および登録金融機関（証

券取引法第 65 条の 2 第 3 項に規定する登録金融

機関をいいます。以下同じ。）に当該申請の手続

きを委任することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[受益権の設定に係る受託者の通知] 

第 12 条 受託者は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法に

より、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定

した旨の通知を行ないます。 

 

[受益証券の発行についての受託者の認証] 

第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行す

るときは、その発行する受益証券がこの信託約

款に適合する旨の受託者の認証を受けなければ

なりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受

益証券に記載し記名捺印することによって行な

います。 
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[受益権の売却単位および売却価額] 

第 13 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関

は、第 8 条第 1 項の規定により分割される受益

権を、その取得申込者に対し、1万口以上 1万口

単位をもって取得申込に応じることができるも

のとします。ただし、別に定める累積投資約款

にしたがって契約（以下「別に定める契約」と

いいます。）を結んだ取得申込者に限り、1 口の

整数倍をもって取得申込に応じることができる

ものとします。なお、取得申込日がオーストラ

リア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引

所の休場日に当たる場合は、受益権の取得申込

の受付は行ないません。 

 

 

 

 

 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会社

または登録金融機関に、取得申込と同時にまたは

予め、自己のために開設されたこの信託の受益権

の振替を行なうための振替機関等の口座を示す

ものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数

の増加の記載または記録が行なわれます。なお、

委託者の指定する証券会社および登録金融機関

は、当該取得申込の代金（第 3項の受益権の価額

に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいま

す。）の支払いと引き換えに、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録を

行なうことができます。 

③ 受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基

準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税

および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)

に相当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の手数料の額は、基準価額（ただし、信託契

約締結日前の取得申込の場合には、１口につき１

円とします。）の３％を上限とします。この手数

料は委託者の指定する証券会社および登録金融

機関により異なる場合があります。 

⑤ 受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金

を再投資する場合の価額は、取得申込日の基準価

額とします。 

⑥ 前各項の規定にかかわらず、証券取引所等におけ

る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の

停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

会社の判断により、受益権の取得申込の受付けを

中止することおよびすでに受付けた取得申込の

受付けを取り消すことができます。 

 

[受益証券の売却単位および売却価額] 

第 13 条 委託者の指定する証券会社（証券取引法第 2 条

第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業

者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証

券会社を含みます。以下同じ。）および登録金融

機関（証券取引法第 65 条の 2第 3 項に規定する

登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第 11

条の規定により発行された受益証券を、その取

得申込者に対し、1 万口以上 1万口単位をもって

売却することができるものとします。ただし、

別に定める累積投資約款にしたがって契約（以

下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取

得申込者に限り、1 口の整数倍をもって売却する

ことができるものとします。なお、取得申込日

がオーストラリア証券取引所およびヨハネスブ

ルグ証券取引所の休場日に当たる場合は、受益

証券の取得申込の受付は行ないません。 
 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の

基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費

税および地方消費税(以下「消費税等」といいま

す。)に相当する金額を加算した価額とします。

③ 前項の手数料の額は、基準価額（ただし、信託契

約締結日前の取得申込の場合には、１口につき１

円とします。）の３％を上限とします。この手数

料は委託者の指定する証券会社および登録金融

機関により異なる場合があります。 

④ 受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金

を再投資する場合の価額は、取得申込日の基準価

額とします。 

⑤ 第 1 項の規定にかかわらず、証券取引所等におけ

る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の

停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

会社の判断により、受益証券の取得申込の受付け

を中止することおよびすでに受付けた取得申込

の受付けを取り消すことができます。 

 

第 14 条 ＜削除＞ 

 

 

 

 

 

 

 

[受益証券の種類] 

第 14 条 委託者の発行する受益証券は、１口の整数倍の

口数を表示した受益証券とします。 

② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて

委託者の指定する証券会社および登録金融機関

が保管する受益証券の種類は、前項に定めるもの

のほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券

とすることができます。 
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[受益権の譲渡に係る記載または記録] 

 

第 15 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合

には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が

記載または記録されている振替口座簿に係る振

替機関等に振替の申請をするものとします。 

 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等

は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の

増加につき、その備える振替口座簿に記載または

記録するものとします。ただし、前項の振替機関

等が振替先口座を開設したものでない場合には、

譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等

（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に

社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に

受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ

るよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該

受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受

人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場

合等において、委託者が必要と認めるときまたは

やむをえない事情があると判断したときは、振替

停止日や振替停止期間を設けることができます。

[受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換

手続] 

第 15 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によっ

て請求したときは、無記名式の受益証券と引き

換えに記名式の受益証券を、または記名式の受

益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付し

ます。 

② 記名式受益証券の所持人は、委託者の定める手続

によって名義書換を委託者に請求することがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 47 条に

規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停

止します。 

 

 

 

 

[受益権の譲渡の対抗要件] 

第 16 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿

への記載または記録によらなければ、委託者お

よび受託者に対抗することができません。 

[記名式の受益証券譲渡の対抗要件] 

第 16 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による

名義書換によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 

 

第 17 条 ＜削除＞ 

 

 

 

[無記名式の受益証券の再交付] 

第 17 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益

者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、

委託者の定める手続により再交付を請求したと

きは、委託者は、受益証券を再交付します。 

 

第 18 条 ＜削除＞ 

 

 

 

[記名式の受益証券の再交付] 

第 18 条 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者

の定める手続により再交付を請求したときは、

記名式の受益証券を再交付します。 

 

 

第 19 条 ＜削除＞ 

 

 

 

[受益証券を毀損した場合等の再交付] 

第 19 条 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益

証券を添え、委託者の定める手続により再交付

を請求したときは、受益証券を再交付します。

ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の

規定を準用します。 

 

 

第 20 条 ＜削除＞ 

 

 

[受益証券の再交付の費用] 

第 20 条 委託者は、受益証券を再交付するときは、委託

者は、受益者に対して実費を請求することがで

きます。 

[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い] 

第 52 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内

の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日

において振替機関等の振替口座簿に記載または

記録されている受益者（当該収益分配金にかか

る計算期間の末日以前において一部解約が行な

われた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に

設定された受益権で取得申込代金支払前のため

委託者の指定する証券会社または登録金融機関

の名義で記載または記録されている受益権につ

いては原則として取得申込者とします。）に支払

います。なお、平成 19 年 1 月 4日以降において

も、第 54 条に規定する時効前の収益分配金にか

かる収益分配金交付票は、なおその効力を有す

[収益分配金、償還金および一部解約金の支払い] 

第 52 条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内

の委託者の指定する日から収益分配金交付票と

引き換えに受益者に支払います。 
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るものとし、当該収益分配金交付票と引き換え

に受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づ

いて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込む

ことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌

日に、収益分配金が委託者の指定する証券会社お

よび登録金融機関に交付されます。この場合、委

託者の指定する証券会社および登録金融機関は、

受益者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受

益権の売付けを行ないます。当該売付けにより増

加した受益権は、第 11条第 3項の規定にしたがい、

振替口座簿に記載または記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総

額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定

する日から、信託終了日において振替機関等の振

替口座簿に記載または記録されている受益者（信

託終了日以前において一部解約が行なわれた受益

権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終

了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払

前のため委託者の指定する証券会社または登録金

融機関の名義で記載または記録されている受益権

については原則として取得申込者とします。）に支

払います。なお、当該受益者は、その口座が開設

されている振替機関等に対して委託者がこの信託

の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口

座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。また、受益証券を保有している受益

者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以

内の委託者の指定する日から受益証券と引き換え

に当該受益者に支払います。 

④ （省略） 

⑤ （省略） 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収

益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の

受益権の価額等に応じて計算されるものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づ

いて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日

に、収益分配金を委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関に交付します。この場合、委託者

の指定する証券会社および登録金融機関は、受益

者に遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益

証券の売付けを行ないます。 

 

 

 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総

額を受益権口数で除した額をいいます。以下同

じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指

定する日から受益証券と引き換えに受益者に支

払います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ （省略） 

⑤ （省略） 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収

益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の

受益証券の価額等に応じて計算されるものとし

ます。 

⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめ

その印鑑を届け出るものとし、第 1 項の場合には

収益分配金交付票に、第 3項および第 4項の場合

には受益証券に、記名し届出印を押捺するものと

します。 

⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届

出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配

金、償還金および一部解約金の支払いをしたとき

は、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのた

めに生じた損害について、その責を負わないもの

とします。 

 

[収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払

いに関する受託者の免責] 

第 53 条 受託者は、収益分配金については原則として毎

計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につ

いては第52条第3項に規定する支払開始日の前

日までに、一部解約金については第 52 条第 4項

に規定する支払日までに、その全額を委託者の

指定する預金口座等に払い込みます。 

 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預

金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金

を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

[収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付

と支払いに関する受託者の免責] 

第 53 条 受託者は、収益分配金については原則として毎

計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につ

いては第52条3項に規定する支払開始日の前日

までに、一部解約金については第 52 条第 4 項に

規定する支払日までに、その全額を委託者に交

付します。 

 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配

金、償還金および一部解約金を交付した後は、受

益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
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[収益分配金および償還金の時効] 

第 54 条 受益者が、収益分配金については第 52 条第 1項

に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを

請求しないとき、ならびに信託終了による償還

金については第52条第3項に規定する支払開始

日から 10 年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

[収益分配金および償還金の時効] 

第 54 条 受益者が、収益分配金については第 52 条第 1項

に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを

請求しないとき、ならびに信託終了による償還

金については第52条第3項に規定する支払開始

日から 10 年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、委託者が受託者から交付を受

けた金銭は、委託者に帰属します。 

[信託の一部解約] 

第 55 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託

者に 1 万口単位（別に定める契約にかかる受益

権または委託者の指定する証券会社および登録

金融機関に帰属する受益権については1口単位）

をもって一部解約の実行を請求することができ

ます。 

② （省略） 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付

けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

なお、前項の一部解約の実行の請求を行なう受益

者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部

解約を委託者が行なうのと引換えに、当該一部解

約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行

なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替

機関等の口座において当該口数の減少の記載また

は記録が行なわれます。 

④ （省略） 

⑤ 平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に

係る一部解約の実行の請求を受益者がするとき

は、委託者の指定する証券会社または登録金融機

関に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

す。ただし、平成 19 年 1 月 4日以降に一部解約金

が受益者に支払われることとなる一部解約の実行

の請求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当該

請求については、振替受益権となることが確実な

受益証券をもって行なうものとします。 

⑥ （省略） 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中

止された場合には、受益者は当該受付け中止以前

に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解

約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初

の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受

け付けたものとして第 4 項の規定に準じて計算さ

れた価額とします。 

 

[信託の一部解約] 

第 55 条 受益者は、自己の有する受益証券につき、委託

者に 1 万口単位（別に定める契約にかかる受益

証券または委託者の指定する証券会社および登

録金融機関の所有にかかる受益証券については

1 口単位）をもって一部解約の実行を請求するこ

とができます。 

② （省略） 

③ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付

けた場合には、この信託契約の一部を解約します。

 

 

 

 

 

 

 

 

④ （省略） 

⑤ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をすると

きは、委託者の指定する証券会社または登録金融

機関に対し、受益証券をもって行なうものとしま

す。 

 

 

 

 

 

⑥ （省略） 

⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中

止された場合には、受益者は当該受付け中止以前

に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその一部解約の実行の

請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約

の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の

基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け

付けたものとして第 4 項の規定に準じて計算され

た価額とします。 

 

[質権口記載又は記録の受益権の取り扱い] 

第 55 条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載ま

たは記録されている受益権にかかる収益分配金

の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一

部解約金および償還金の支払い等については、

この約款によるほか、民法その他の法令等にし

たがって取り扱われます。 

 

＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

[反対者の買取請求権] 

第62条 第56条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する信託約款の変更を行なう場合におい

て、第 56 条第 4項または前条第 3 項の一定の期

間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、

受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することがで

きます。 

[反対者の買取請求権] 

第62条 第56条に規定する信託契約の解約または前条に

規定する信託約款の変更を行う場合において、

第56条第 4項または前条第3項の一定の期間内

に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託

者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産

をもって買取るべき旨を請求することができま

す。 
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（附則） 

第 1 条 第 52 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所

得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受

益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額

をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に

より加重平均され、収益分配のつど調整されるも

のとします。また、同条同項に規定する「各受益

者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則とし

て、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追

加信託のつど当該口数により加重平均され、収益

分配のつど調整されるものとします。 

 

第 2 条 平成 18 年 12 月 29 日現在の信託約款第 11 条、第

12 条、第 14 条から第 20 条の規定および受益権

と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託

者がやむを得ない事情等により受益証券を発行

する場合には、なおその効力を有するものとしま

す。 

 

（附則） 

第 1 条 第 52 条第 6 項に規定する「収益調整金」は、所

得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、各

受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との

差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口

数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。また、同条同項に規定する「各

受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原

則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額

をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。

 

第 2 条 この信託の受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、

社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降

「社債、株式等の振替に関する法律」となった場

合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替

に関する法律」を含め「社振法」といいます。以

下同じ。）の規定の適用を受けることとし、同日

以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者が

あらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関（社振法第 2

条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機

関」といいます。）及び当該振替機関の下位の口

座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理

機関」をいいます。）の振替口座簿に記載または

記録されることにより定まります（以下、振替口

座簿に記載または記録されることにより定まる

受益権を「振替受益権」といいます。）。当該振替

受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の

適用を受けるものとし、委託者は、この信託の受

益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により

主務大臣の指定を取り消された場合または当該

指定が効力を失った場合であって、当該振替機関

の振替業を承継する者が存在しない場合を除き、

当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま

せん。また、約款本文の規定にかかわらず、平成

19 年 1 月 4 日以降、委託者は、受益権の再分割

を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に

関する法律が施行された場合には、受託者と協議

のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日

現在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。 

② 平成 19 年 1 月 4 日前に信託された受益権に係る

受益証券を保有する受益者は、自己の有する受益

証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記

録を申請するよう請求することができます。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の

申請の請求を受け付けた場合には、当該請求に基

づき当該受益証券に係る受益権を振替受入簿に記

載または記録を申請します。この場合において、

委託者は、委託者の指定する証券会社および登録

金融機関に当該申請の手続きを委任することがで

きます。 

④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の

申請の請求をするときは、委託者の指定する証券

会社または登録金融機関に対し、受益証券をもっ

て行なうものとします。なお、振替受入簿に記載

または記録された受益権にかかる受益証券（当該

記載または記録以降に到来する計算期間の末日に

かかる収益分配金交付票を含みます。）は無効とな

り、当該記載または記録による振替受益権は、受

益証券とみなされ、この信託約款の適用を受ける

ものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載

または記録された受益権については、この信託の

受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により
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主務大臣の指定を取り消された場合または当該指

定が効力を失った場合であって、当該振替機関の

振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ

を得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証

券の発行を請求しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の

受益権を振替受入簿に記載または記録を申請する

ことができる旨の信託約款変更をしようとする場

合は、その変更の内容が重大なものとして約款本

文の信託約款変更の規定にしたがいます。ただし、

この場合において、振替受入簿の記載または記録

を申請することについて委託者に代理権を付与す

ることについて同意をしている受益者へは、変更

しようとする旨およびその内容を記載した書面の

交付を原則として行ないません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、

原則としてこの信託の平成 18年 12月 29日現在の

全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一

部解約が行われたもので、当該一部解約にかかる

一部解約金の支払開始日が平成 19年 1月 4日以降

となるものを含みます。）を受益者を代理して平成

19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録する

よう申請します。ただし、保護預かりではない受

益証券に係る受益権については、信託期間中にお

いて委託者が受益証券を確認した後当該申請を行

なうものとします。 

⑦ 委託者が第 5 項の信託約款変更を行なった場合、

平成 19年 1月 4日以降の信託契約の一部解約に係

る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、

委託者の指定する証券会社または登録金融機関に

対し、振替受益権をもって行なうものとします。

ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に一部解約金が受

益者に支払われることとなる一部解約の実行の請

求で、平成 19 年 1 月４日前に行なわれる当該請求

については、振替受益権となることが確実な受益

証券をもって行なうものとします。 

⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合に

おいても、平成 19 年 1 月 4 日以降約款本文に規定

する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付

票は、なおその効力を有するものとし、当該収益

分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。
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ブラックロック・ゴールド・ファンド 
追加型株式投資信託／国際株式型（一般型）／累積投資可能 

 

投資信託説明書（請求目論見書） 
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発 行 者 名  ブラックロック・ジャパン株式会社 
代 表 者 の 役 職 氏 名 代表取締役社長 服山 清一    
本 店 の 所 在 の 場 所 東京都中央区日本橋一丁目 4 番１号 日本橋一丁目ビルディング 
有価証券届出書の写し 該当事項はありません。 
を縦覧に供する場所 

 
 

１．ブラックロック･ゴールド・ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）

の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和 23年法第 25 号）第 5条の規

定により有価証券届出書を平成 18 年 4 月 27 日に関東財務局長に提出しており、平成 18 年

4 月 28 日にその届出の効力が生じております。また同法第７条の規定に基づき有価証券届

出書の訂正届出書を、平成 18 年５月 31 日、同年６月 23 日、同年６月 30 日および同年９月

29 日に関東財務局長に提出しております。 

 

２．当ファンドの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きの他、

為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属い

たします。元金が保証されているものではありません。 

 

３．当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の

保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資

者保護基金の対象にはなりません。 

 

 

【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】 

 

当ファンドは、主に外国株式を投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社

の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為

替の変動により損失を被ることがあります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

お知らせ 

委託会社は、平成 18 年 10 月 1 日付けで、商号をメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ

株式会社からブラックロック・ジャパン株式会社に変更致しました。 

また同日付けで、ファンド名称を「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」から「ブラックロック・

ゴールド・ファンド」へ変更致しました。 

なお、同日以前の記載内容につきましては、変更前の委託会社名およびファンド名称を使用してお

ります。 
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（注）本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合

計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。 
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ファンドの詳細情報 

第１ ファンドの沿革 

平成15年２月25日  信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 

平成18年10月１日  ファンド名称の変更 

「メリルリンチ・ゴールド・ファンド」から「ブラックロック・ゴールド・ファン

ド」へ変更 

 

 

第２ 手続等 

１ 申込（販売）手続等 

(1) 申込方法 

受益証券の取得申込みを行う投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。

販売会社は有価証券の取引にかかわる約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座

の設定を申込む旨の申込書を提出します。 

分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る＜一般コース＞と分配金が税引き後

無手数料で再投資される＜累積投資コース＞の２つの申込方法があります。分配金の受取方法は途

中で変更することはできません。＜累積投資コース＞を選択する投資者は、当該販売会社との間で

「累積投資約款＊」にしたがって契約を締結します。 

＊ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約

または規定を使用することがあり、この場合、当該契約を別の名称に読み替えるものとします。 

 

(2) 申込期間 

当ファンドの取得申込は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業

所等でお受けしています。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されま

す。 

 

(3) 受付時間 

取得申込みの受付は、申込期間中の午後３時(半日立会日は午前11時)までに受付けたものを当日

のお申込みとします。受付時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとします。ただし、受付時

間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

 

(販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。) 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 
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(4) 申込不可日 

オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が全て休場日に該当す

る場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わ

せください。 

 

(5) 申込単位 

・＜一般コース＞  ：１万口以上１万口単位 

・＜累積投資コース＞：１万円以上１円単位 

＜累積投資コース＞を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１円単位とします。 

取扱いを行うコースおよび申込単位は各販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合

わせください。 

 

(6) 申込価額 

受益証券の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込価額には申

込手数料は含まれておりません。 

 

(7) 申込手数料 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額の3.15％(税抜3.00％)を上限として、販売会社が独自に

定めることができます。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

  なお、申込手数料には消費税等相当額が含まれています。 

 

② 累積投資契約に基づく収益分配金の再投資は無手数料となります。 

 

(8) 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事

情があるときは、委託会社の判断により、受益証券の取得申込の受付を中止することおよび既に受

付けた取得申込の受付を取り消すことがあります。 

 

(9) 取得申込代金の計算とお支払い 

ファンドの受益証券の取得申込者は、申込みの販売会社が定める日までに当ファンドのお申込み

代金を申込みの販売会社に支払うものとします。 

＜一般コース＞を選択した投資者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込

みの口数)に、申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うものとします。 

＜累積投資コース＞を選択した投資者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。

申込手数料は申込代金から差し引かれます。 
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※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より、振替制度に移行する予定であり、受益証券は発行されず、

受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、

保護預りの形態はなくなります。また、取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得

申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に

係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き

換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社

は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす

るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機

関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を

行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法

により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。 

 

２ 換金（解約）手続等 

(1) 一部解約の申込と受付 

受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に以下の単位をもって一部解約の実行を請

求することができます。申込単位は販売会社により異なります。詳細は販売会社にお問い合わせく

ださい。 

・＜一般コース＞  ：１万口以上１万口単位 

・＜累積投資コース＞：１口以上１口単位 

受益者が一部解約の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。

一部解約の請求の受付は、午後３時(半日立会日は午前11時)までとなっております。ただし、受付

時間は販売会社によって異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。 

 

(2) 解約請求不可日 

オーストラリア証券取引所およびヨハネスブルグ証券取引所(南アフリカ)が全て休場日に該当す

る場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わ

せください。 

 

(3) 解約の価額 

一部解約の価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、

一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から所得税および地方税(基準価額が個別元本を超

過した額に対し、個人については10％(所得税７％、地方税３％)、法人については７％(所得税の

み))を差し引いた金額となります。 

 

(4) 解約請求受付の制限 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限があります。 

 

(5) 解約代金の支払 

解約代金は原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して５営業日目から販売会社

においてお支払いします。 
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(6) 一部解約の実行の請求の受付中止および取消 

委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他や

むを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けた一

部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。一部解約の実行の請求の受付が中止された

場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初

の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。 

 

(7) 解約価額について 

当ファンドの解約価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ること

ができます。 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター  ：電話番号 0120－977－648 

          (９：00～17：00 土、日、祝日は除く) 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、解約の請求を行う受益者は、

その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会

社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振

法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

  平成19年１月４日以降の解約に係る解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとし

ます。ただし、平成19年１月４日以降に解約代金が受益者に支払われることとなる解約の請求で、平成19

年１月４日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をもって行うもの

とします。 

  平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して全て振替受益権へ移

行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年１月４日以降も引き続き保有された場合は、

解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続きが必要であり、この手続きには

時間を要しますので、ご留意ください。 
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第３ 管理及び運営 

１ 資産管理等の概要 

(1)資産の評価 

当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有

価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の

資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総

口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」と

いいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが

国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原

則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

基準価額(１万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記

に問い合わせることにより知ることができます。 

また、日々の基準価額(１万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は

「ゴルドF」と省略されて記載されております。 

当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 

外国株式：原則として、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価します。 

 

ブラックロック・ジャパン株式会社 

コールセンター   ：電話番号 0120－977－648 

           (９：00～17：00 土、日、祝は除く) 

ホームページアドレス：http://www.blackrock.co.jp 

 

(2)保管 

① 受益者は、保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管(保護預り)することができま

す。 

② 保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

③ 保護預りを行わない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。 

④ 「累積投資契約」を結ばれた場合は、全て保護預りとなります。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、受益権の帰属は、振替機

関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券

の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

(3)信託期間 

この信託の期間は、無期限とします。 
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(4)計算期間 

計算期間は、毎年１月28日から翌年１月27日までとすることを原則とします。計算期間終了日に

該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期

間が開始されるものとします。 

 

(5)その他 

① ファンドの償還条件等 

ａ．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または

やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を

終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする

旨を監督官庁に届け出ます。 

 

ｂ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回ることと

なった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることができ

ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出

ます。 

 

ｃ．ａ.およびｂ.の場合において、委託会社は、この事項について、あらかじめ解約しようとす

る旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して

交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として公告を行いません。 

 

ｄ．ｃ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 

ｅ．ｄ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、ａ.、ｂ.の信託契約の解約を行いません。 

 

ｆ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｇ．ｄ.からｆ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場

合であって、ｄ.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な

場合には適用しません。 
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ｈ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときはその命令に従い、信託

契約を解約し信託を終了させます。 

 

ｉ．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

ｊ．ｉ.にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｄ.」に該当する場合を除き、

当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。 

 

ｋ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社

を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

② 信託約款の変更 

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと

きは受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

 

ｂ．委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変更しようとす

る旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知ら

れたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受益者に対して書面を

交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｃ．ｂ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を

述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 

ｄ．ｃ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え

るときは、信託約款の変更を行いません。 

 

ｅ．委託会社は、この信託約款の変更を行わないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

 

ｆ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはｅ.の規定に

したがいます。 
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ｇ．委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録

を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なも

のとしてａ.～ｅ.までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載

または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をしている

受益者へは、ｂ.の書面の交付を原則として行いません。 

 

③ 運用報告書の作成 

毎期決算後、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記

載した「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申し出いただい

たご住所にお届けいたします。 

 

④ 信託事務の委託 

受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀

行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にか

かる契約書類に基づいて所定の事務を行います。 

 

⑤ 関係法人との契約の更改等に関する手続き 

ａ．「受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社

いずれからも別段の意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後

の取扱いについてもこれと同様です。 

 

ｂ．「信託財産の運用指図権限委託契約」の期間は１年とし、委託会社又は投資顧問会社から書

面による契約終了の申出がない限り、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱

いについてもこれと同様です。 

 

⑥ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

２ 受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

 

(1) 収益分配金受領権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有し

ます。 
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＜一般コース＞ 

収益分配金は、原則として、当ファンドの毎計算期間終了日から起算して５営業日目から販売

会社を通じて受益者に支払います。受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払

を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に

帰属するものとします。 

 

＜累積投資コース＞ 

「累積投資契約」に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則と

して、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会

社は、累積投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売

付けを行います。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の分配金は、決

算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算

日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の

委託会社が指定する日(原則として決算日から起算して５営業日目)からお支払いします。なお、平成19

年１月４日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有する

ものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。「累積投資コース」をお申込

みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口

座簿に記載または記録されます。 

 

(2) 償還金受領権 

受益者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。 

償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して５営

業日目)から受益証券と引換えに受益者に支払います。 

償還金の支払いは、販売会社において行います。 

受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、

委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、その場合の償還金は、償

還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約

が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代

金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と

します。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社

がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なう

ものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が

行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内

の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。 
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(3) 受益証券の一部解約請求権 

受益者は、自己の有する受益証券について、委託会社に一部解約を請求する権利を有します。一

部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として５営業日から受益者に支払いま

す。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行する予定であり、解約の請求を行う受益者

は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を

委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと

し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ

ます。平成19年１月４日以降の解約に係る解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行う

ものとします。ただし、平成19年１月４日以降に解約代金が受益者に支払われることとなる解約の請求

で、平成19年１月４日前に行われる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証券をも

って行うものとします。平成18年12月29日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一

括して全て振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成19年１月４日以降

も引き続き保有された場合は、解約のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするための所要の手続

きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。 

 

(4) 反対者の買取請求権 

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異

議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨

を請求することができます。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行し振替受益権となる予定です。 

 

(5) 受益権均等分割 

受益者は、所有する受益証券の口数に応じて均等に当ファンドの受益権を保有します。 

受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生じることはありません。 

 

※ ファンドの受益権は、平成19年１月４日より振替制度に移行し振替受益権となる予定です。 

 

(6) 帳簿書類の閲覧又は謄写の請求権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧又

は謄写を請求することができます。 
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ファイル名:120_3392407011804.doc 更新日時:8/3/2006 2:12:00 PM 印刷日時:06/09/01 9:15 

第４ ファンドの経理状況 

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

蔵省令第59号)及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余

金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信

託財産計算規則」という)に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

(2) 当ファンドは、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第２期計算期間(平成16年１月28日から

平成17年１月27日まで)及び第３期計算期間(平成17年１月28日から平成18年１月27日まで)の財務

諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。 
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１ 財務諸表 

 メリルリンチ・ゴールド・ファンド  

(1)貸借対照表 

 

 
第２期 

(平成17年１月27日現在) 
第３期 

(平成18年１月27日現在) 

区分 金額(円) 金額(円) 

資産の部   

流動資産   

預金 10,094,777 80,409,993 

コール・ローン 56,511,180 245,644,514 

株式 1,814,889,681 3,117,578,040 

新株予約権証券 11,805,156 21,124,949 

派生商品評価勘定 291,737 14,544 

未収入金 50,839,456 587,787,748 

未収配当金 ― 71,150 

流動資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 

資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定 ― 516,707 

未払金 9,600,000 27,099,406 

未払収益分配金 80,906,003 653,001,488 

未払解約金 ― 110,075,417 

未払受託者報酬 1,037,559 1,313,653 

未払委託者報酬 19,714,603 24,960,404 

その他未払費用 1,037,557 1,313,652 

流動負債合計 112,295,722 818,280,727 

負債合計 112,295,722 818,280,727 

純資産の部   

元本   

元本 1,625,522,979 1,867,373,830 

剰余金   

期末剰余金 206,613,286 1,366,976,381 

(分配準備積立金) ― (391,863,142) 

剰余金合計 206,613,286 1,366,976,381 

純資産合計 1,832,136,265 3,234,350,211 

負債・純資産合計 1,944,431,987 4,052,630,938 
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(2)損益及び剰余金計算書 

 

 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

区分 金額(円) 金額(円) 

経常損益の部   

営業損益の部   

営業収益   

受取配当金 10,451,761 12,415,678 

受取利息 65,370 263,881 

有価証券売買等損益 △93,802,033 1,465,308,112 

為替差損益 13,519,174 247,694,226 

その他収益 ― 53,009 

営業収益合計 △69,765,728 1,725,734,906 

営業費用   

受託者報酬 1,835,409 2,341,089 

委託者報酬 34,874,896 44,482,550 

その他費用 3,865,476 5,112,918 

営業費用合計 40,575,781 51,936,557 

営業利益又は損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

経常利益又は損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

当期純利益又は純損失(△) △110,341,509 1,673,798,349 

一部解約に伴う当期純利益分配額 14,867,713 608,635,867 

期首剰余金 268,625,049 206,613,286 

剰余金増加額 344,670,166 1,297,498,218 

(当期追加信託に伴う剰余金増加額) (344,670,166) (1,297,498,218) 

剰余金減少額 200,566,704 549,296,117 

(当期一部解約に伴う剰余金減少額) (200,566,704) (549,296,117) 

分配金 80,906,003 653,001,488 

期末剰余金 206,613,286 1,366,976,381 
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重要な会計方針 

 

項目 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

株式及び新株予約権証券は移動平均法

に基づき、原則として以下の通り時価

評価しております。 

 

株式及び新株予約権証券は移動平均法

に基づき、原則として以下の通り時価

評価しております。 

 

 (1) 証券取引所に上場されている有価

証券 

証券取引所に上場されている有価

証券は、原則として証券取引所に

おける計算日において知りうる直

近の最終相場で評価しておりま

す。 

 

(1) 証券取引所に上場されている有価

証券 

同左 

 (2) 証券取引所に上場されていない有

価証券 

当該有価証券については、原則と

して、金融機関の提示する価額又

は価格情報会社の提供する価額の

いずれかから入手した価額で評価

しております。 

 

(2) 証券取引所に上場されていない有

価証券 

同左 

 (3) 時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった

場合又は入手した評価額が時価と

認定できない事由が認められた場

合は、投資信託委託業者が忠実義

務に基づいて合理的な事由をもっ

て時価と認めた価額もしくは受託

者と協議のうえ両者が合理的事由

をもって時価と認めた価額で評価

しております。 

 

(3) 時価が入手できなかった有価証券

同左 

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

為替予約取引 

個別法に基づき、原則としてわが国

における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値で評価しております。 

当ファンドにおける派生商品評価勘

定は、当該為替予約取引に係るもの

であります。 

 

為替予約取引 

同左 

３ 外貨建資産・負債の本邦

通貨への換算基準 

外貨建資産・負債の円換算については

原則として、わが国における計算日の

対顧客電信売買相場の仲値によって計

算しております。 

同左 
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項目 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

４ 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金の計上基準 

受取配当金は原則として、株式の

配当落ち日に予想配当金額を計上

し、差額の発生した場合には入金

時に計上しております。 

 

(1) 受取配当金の計上基準 

同左 

 (2) 有価証券売買等損益及び為替予約

取引による為替差損益の計上基準

約定日基準で計上しております。

 

(2) 有価証券売買等損益及び為替予約

取引による為替差損益の計上基準

同左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

外貨建資産等の会計処理 

外貨建資産等については、「投資信

託財産の貸借対照表、損益及び剰余

金計算書、附属明細表並びに運用報

告書に関する規則」(平成12年総理

府令第133号)第60条の規定に基づ

き、通貨の種類ごとに勘定を設け

て、邦貨建資産等と区分する方法を

採用しております。従って、外貨の

売買については、同規則第61条の規

定により処理し、為替差損益を算定

しております。 

外貨建資産等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

 
第２期 

(平成17年１月27日現在) 
第３期 

(平成18年１月27日現在) 

期首元本額 889,532,544円 1,625,522,979円

期中追加設定元本額 1,505,953,598円 3,198,471,797円

期中一部解約元本額 769,963,163円 2,956,620,946円

 

(損益及び剰余金計算書関係) 

 

 
第２期 

(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

１ 資産運用の権限を再委託

する場合の当該委託費用 

 

9,177,991円 11,706,515円

２ 分配金の計算過程 「証券投資信託の収益分配等に当っ

ての計理処理について」(投資信託協

会理事会決議)に基づいて計算した第

２期計算期末における、費用控除後

の配当等収益(0円)、費用控除後の有

価証券売買等損益(△125,209,222

円)、収益調整金(有価証券売買等損

益相当額)(315,458,022円)、収益調

整金(その他収益調整金)(69,554,710

円)、分配準備積立金(27,715,779円)

より、分配対象収益は287,519,289円

となり、委託会社が基準価額水準、

市況動向等を勘案し、81,276,148円

(１万口当り500円)を分配に充てる事

と決定いたしました。 

なお、当ファンドは外国所得税控除

が発生しており、ファンドからの支

払は80,906,003円となっておりま

す。 

 

第３期計算期末における、費用控除

後の配当等収益(4,513,134円)、費用

控除及び繰越欠損金補填後の有価証

券売買等損益(1,040,351,496円)、収

益調整金(有価証券売買等損益相当

額)(947,213,750円)、収益調整金(そ

の他収益調整金)(27,899,489円)、分

配準備積立金(0円)より、分配対象収

益は2,019,977,869円となり、委託会

社が基準価額水準、市況動向等を勘

案し、653,580,840円(１万口当り

3,500円)を分配に充てる事と決定い

たしました。 

なお、当ファンドは外国所得税控除

が発生しており、ファンドからの支

払は653,001,488円となっておりま

す。 

３ 剰余金増加額・減少額 当期追加信託に伴う剰余金増加額及

び当期一部解約に伴う剰余金減少額

は、それぞれ剰余金減少額と増加額

との純額を表示しております。 

同左 
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(有価証券関係） 

第２期(平成17年１月27日現在) 

売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額(円) 
当計算期間の損益に 
含まれた評価差額(円) 

株式 1,814,889,681 △77,133,000 

新株予約権証券 11,805,156 △73,353 

合計 1,826,694,837 △77,206,353 

 

第３期(平成18年１月27日現在) 

売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額(円) 
当計算期間の損益に 
含まれた評価差額(円) 

株式 3,117,578,040 1,091,340,105 

新株予約権証券 21,124,949 10,264,275 

合計 3,138,702,989 1,101,604,380 
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(デリバティブ取引関係) 

Ⅰ 取引の状況に関する事項 

 

第２期 
(自 平成16年１月28日 
至 平成17年１月27日) 

第３期 
(自 平成17年１月28日 
至 平成18年１月27日) 

１ 取引の内容 

  当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為

替予約取引であります。 

１ 取引の内容 

  同左 

２ 取引に対する取組方針と利用目的 

  当ファンドは、外貨建有価証券の売買の決済等に伴

い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの

数日間の為替予約を利用しております。当ファンド

は外貨建資産の為替変動リスクを低減する目的、及

び投機を目的とする為替予約は行わない方針であり

ます。 

２ 取引に対する取組方針と利用目的 

  同左 

３ 取引に係るリスクの内容 

  為替予約取引等に係る主要なリスクは、為替相場の

変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況

の変化により損失が発生する信用リスクでありま

す。 

３ 取引に係るリスクの内容 

  同左 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

  取引の管理については、取引限度額等を定めた投資

信託約款に従い、資金担当部門が決裁担当者の承認

を得て行っております。また、取引の相手先につい

ては、定めたリスク管理の方針と手続きに従って担

当部門が取引を行っており、リスク管理部が管理し

ております。 

４ 取引に係るリスクの管理体制 

  同左 

５ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  取引の時価に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク

の大きさを示すものではありません。 

５ 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

  同左 
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Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 

第２期(平成17年１月27日現在) 

区分 種類 

契約額等(円)
契約額等のうち
１年超(円) 

時価(円) 評価損益(円)

為替予約取引  

売建  

米ドル 39,870,499 ― 39,617,158 253,341

市場取引以外の取引 

カナダドル 8,073,718 ― 8,035,322 38,396

合計 47,944,217 ― 47,652,480 291,737

 

第３期(平成18年１月27日現在) 

区分 種類 

契約額等(円)
契約額等のうち
１年超(円) 

時価(円) 評価損益(円)

為替予約取引  

売建  

米ドル 74,396,352 ― 74,419,200 △22,848

カナダドル 298,894,151 ― 299,307,540 △413,389

オーストラリアドル 21,905,313 ― 21,985,783 △80,470

市場取引以外の取引 

英国ポンド 39,801,495 ― 39,786,951 14,544

合計 434,997,311 ― 435,499,474 △502,163

(注) 時価の算定方法 

為替予約取引 

１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 

① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物相場が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 

② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

ている対顧客先物相場の仲値を用いております。 

２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評

価しております。 
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(１口当たり情報) 

 

第２期 
(平成17年１月27日現在) 

第３期 
(平成18年１月27日現在) 

１口当たり純資産額 1.1271円

 
１口当たり純資産額 1.7320円
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(3)附属明細表 

第１ 有価証券明細表 

(1)株式 

 

評価額 

銘柄 株式数 

単価 金額 

組入 
比率 
(％) 

備考

米ドル  

NEWMONT MINING CORP HLDG 15,000 58.740 881,100.00 

ANGLOGOLD ASHANTI SPON ADR 20,000 59.370 1,187,400.00 

POLYUS GOLD CO ZAO-ADR 3,000 15.787 47,362.37 

CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR 29,000 28.000 812,000.00 

BARRICK GOLD CORP 65,287 29.950 1,955,345.65 

RANDGOLD RESOURCES ADR 40,000 17.990 719,600.00 

GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 103,000 21.620 2,226,860.00 

HARMONY GOLD MNG-SPON ADR 82,980 16.940 1,405,681.20 

(邦貨換算) (1,074,348,175) 34.5

米ドル合計(８銘柄) 358,267 9,235,349.22 

  

カナダドル  

ABER DIAMOND CORP 10,500 46.950 492,975.00 

GOLDCORP INC 25,000 29.310 732,750.00 

ELDORADO GOLD CORPORATION 110,000 5.480 602,800.00 

CAMBIOR INC 105,000 3.670 385,350.00 

GLAMIS GOLD INC 29,000 34.080 988,320.00 

QGX TLD 165,000 4.120 679,800.00 

JAGUAR MINING 40,000 4.050 162,000.00 

ALAMOS GOLD INC 140,000 9.240 1,293,600.00 

YAMANA GOLD INC 125,000 8.960 1,120,000.00 

LA MANCHA RESOURCES INC UTS 200,000 1.600 320,000.00 

CENTERRA GOLD INC 41,500 39.050 1,620,575.00 

TEAL EXPLORATION & MINING IN 113,300 2.750 311,575.00 

OREZONE RESOURCES INC 235,000 2.490 585,150.00 

(邦貨換算) (941,108,119) 30.2

カナダドル合計(13銘柄) 1,339,300 9,294,895.00 

  

オーストラリアドル  

NEWCREST MINING LTD 70,000 24.150 1,690,500.00 

LIHIR GOLD LIMITED 710,000 2.470 1,753,700.00 

BENDIGO MINING NL 240,001 2.090 501,602.09 

OXIANA LTD 450,000 1.965 884,250.00 

SINO GOLD LTD 100,000 3.640 364,000.00 

PERSEVERANCE CORPORATION LTD 1,200,000 0.325 390,000.00 

BALLARAT GOLDFIELDS NL 1,431,998 0.405 579,959.19 

GALLERY GOLD 500,000 0.540 270,000.00 

MINTAILS LTD 552,500 0.205 113,262.50 

ST BARBARA LTD 1,500,000 0.500 750,000.00 

(邦貨換算) (638,365,510) 20.5

オーストラリアドル合計(10銘柄) 6,754,499 7,297,273.78 
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評価額 

銘柄 株式数 

単価 金額 

組入 
比率 
(％) 

備考

香港ドル  

ZIJIN MINING GROUP CO 2,500,000 4.150 10,375,000.00 

LINGBAO GOLD CO LTD-H 16,000 4.900 78,400.00 

(邦貨換算) (156,801,000) 5.0

香港ドル合計(２銘柄) 2,516,000 10,453,400.00 

  

英国ポンド  

PETER HAMBRO MINING PLC 27,000 11.620 313,740.00 

ARICOM PLC 245,000 0.250 61,250.00 

MWANA AFRICAN  PLC 400,000 0.455 182,000.00 

SERABI MINING PLC 300,000 0.325 97,500.00 

GEMFIELDS RESOURCES PLC 190,000 0.415 78,850.00 

RIDGE MINING PLC 180,000 0.415 74,700.00 

(邦貨換算) (167,175,396) 5.4

英国ポンド合計(６銘柄) 1,342,000 808,040.00 

  

南アフリカランド  

HARMONY GOLD MINING CO LTD 20,000 101.210 2,024,200.00 

MVELAPHANDA RESOURCES LTD 180,000 29.200 5,256,000.00 

(邦貨換算) (139,779,840) 4.5

南アフリカランド合計(２銘柄) 200,000 7,280,200.00 

(邦貨換算合計) (3,117,578,040)

合計(41銘柄) 12,510,066 3,117,578,040 100.0

(注) 組入比率は、組入株式時価総額に対する通貨別の当該資産の時価合計額の比率です。 

 

－ 24 －

請
求
目
論
見
書



(2)株式以外の有価証券 

 

種類 銘柄 券面総額 評価額 
組入 
比率 
(％) 

備考

 米ドル  

新株予約権 
証券 

UBS AGELN 2006/9/6 SHANDONG US (WT) 50,000 115,000.00 

新株予約権 
証券 

UBS AGELN 2006/9/6 ZHONGJIN US (WT) 40,000 58,800.00 

 (邦貨換算) (20,218,154) 95.7

 米ドル合計(２銘柄) 90,000 173,800.00 

   

 カナダドル  

新株予約権 
証券 

CONSOLIDATED GLOBAL MINERALS (WT) 132,000 0.00 

新株予約権 
証券 

JAGUAR MINING PURCHASE (WT) 5,000 0.00 

新株予約権 
証券 

JAGUAR MINING-CW06 (WT) 5,000 5,500.00 

 (邦貨換算) (556,875) 2.6

 カナダドル合計(３銘柄) 142,000 5,500.00 

   

 オーストラリアドル  

新株予約権 
証券 

HILLGROVE RESOURCES LTD-CW06 (WT) 100,000 4,000.00 

 (邦貨換算) (349,920) 1.7

 オーストラリアドル合計(１銘柄) 100,000 4,000.00 

   

 英国ポンド  

新株予約権 
証券 

MEDORO RESURCES LTD WRT 400,000 0.00 

 (邦貨換算) (0) 0.0

 英国ポンド合計(１銘柄) 400,000 0.00 

 (邦貨換算合計) (21,124,949) 

 合計(７銘柄) 732,000 21,124,949 100.0

(注) 組入比率は、組入新株予約権証券時価総額に対する通貨別の当該資産の時価合計額の比率です。 
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第２ 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。 

 

第３ 不動産等明細表 

該当事項はありません。 

 

第４ その他特定資産の明細表 

該当事項はありません。 

 

第５ 借入金明細表 

該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

メリルリンチ・ゴールド・ファンド(平成18年２月末現在) 

純資産額計算書 

 

Ⅰ 資産総額 4,943,109,128円

Ⅱ 負債総額 222,684,085円

Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 4,720,425,043円

Ⅳ 発行済数量 2,800,507,896口

Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 1.6856円
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第５ 設定及び解約の実績 

 

 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口) 

第１期 2,297,873,833 1,408,341,289 889,532,544 

第２期 1,505,953,598 769,963,163 1,625,522,979 

第３期 3,198,471,797 2,956,620,946 1,867,373,830 
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（為替変動型／為替変動低減型） 

 

投資信託説明書（目論見書）　2006.10 
※本書は証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。 

BR ARbiE 
（日本株マーケット・ニュートラル戦略ファンドC） 

 

追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）／累積投資専用 

（06.10） 
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